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別表１ 加入電話契約等 

１－１ 電話サービスに係るもの（相互接続協定を締結している者に係るもの） 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 加入電話契約、臨時加入電

話契約又は着信用電話契約 

電話サービス契約約款 

西日本電信電話株式会社 加入電話契約、臨時加入電

話契約又は着信用電話契約 

電話サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 ダイレクト電話契約、臨時

ダイレクト電話契約、加入

契約又はストレート電話契

約 

電話サービス等契約約款、

電話約款 

楽天コミュニケーションズ

株式会社 

電話契約又は直加入電話契

約 

電話サービス等契約約款 

アルテリア・ネットワーク

ス株式会社 

電話契約等 電話サービス契約約款 

株式会社ジュピターテレコ

ム 

－ 卸電話等サービス契約約款 

株式会社アイ・ピー・エス 国内電話サービス提供契約 国内電話サービス約款 

備考 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社を除く事業者に係る加入電話

等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴリーⅢに係るものに限ります。 

 

１－２ 電話サービスに係るもの（相互接続協定を締結していない者に係るもの） 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

株式会社ジェイコムイース

ト 

加入電話契約 電話サービス契約約款 

株式会社ジェイコム東京 加入電話契約 電話サービス契約約款 

株式会社ジェイコムウエス

ト 

加入電話契約 電話サービス契約約款 

株式会社ジェイコム湘南 加入電話契約 電話サービス契約約款 

株式会社ジェイコム九州 加入電話契約 電話サービス契約約款 

株式会社ケーブルネット下

関 

加入電話契約 電話サービス契約約款 

株式会社ジェイコムさいた

ま 

加入電話契約 電話サービス契約約款 

株式会社ジェイコム千葉 加入電話契約 電話サービス契約約款 

土浦ケーブルテレビ株式会

社 

加入電話契約 電話サービス契約約款 

備考 上記事業者に係る加入電話等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴリーⅢに

係るものに限ります。 

 

２ 総合ディジタル通信サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 第１種契約、臨時第１種契

約、第２種契約又は臨時第

２種契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 
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西日本電信電話株式会社 第１種契約、臨時第１種契

約、第２種契約又は臨時第

２種契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社 

専用アクセス契約 電話サービス等契約約款 

ソフトバンク株式会社 ディジタルダイレクト通信

契約、臨時ディジタルダイ

レクト通信契約、ディジタ

ル加入通信契約又はディジ

タルストレート通信契約 

ＩＳＤＮ約款 

Ｃｏｌｔテクノロジーサー

ビス株式会社 

ＩＳＤＮ契約、共用型マネ

ージドＩＰ－ＰＢＸ契約又

は専用型マネージドＩＰ－

ＰＢＸ契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

楽天コミュニケーションズ

株式会社 

直収通信契約 電話サービス等契約約款 

株式会社ＱＴｎｅｔ 第１種契約又は第２種契約 総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

株式会社三通 総合ディジタル通信サービ

ス契約 

電話サービス契約約款 

備考 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社を除く事業者に係る加入電話

等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴリーⅢに係るものに限ります。 

 

３ ＩＰ電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 第１種契約又は第２種契約 音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

西日本電信電話株式会社 第１種契約又は第２種契約 音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社 

第３種シェアードＩＰ－Ｐ

ＢＸ契約 

ＩＰ通信網サービス契約約

款 

東北インテリジェント通信

株式会社 

第２種ＩＰ電話契約又は第

３種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 

中部テレコミュニケーショ

ン株式会社 

第２種ＩＰセントレックス

サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 

ＣＴＣ光電話契約 ＣＴＣ光電話サービス契約

約款 

オフィス光電話サービス契

約 

オフィス光電話サービス契

約約款 

光電話集合単体サービス契

約 

光電話集合単体サービス契

約約款 

株式会社ケイ・オプティコ

ム 

ＩＰ電話サービス契約 ＩＰ電話サービス契約約款 

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約 

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契約約款 

光電話サービス（ピカラＣ
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ＵＥｔｖ）契約約款 

光電話サービス（ピカラテ

レビあなん）契約約款 

光電話サービス（ピカラＵ

ＣＡＴ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＣ

ＶＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＩ

ＣＫ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ愛

媛ＣＡＴＶ専用サービス

用）契約約款 

光電話サービス（ピカラよ

さこい）契約約款 

光電話サービス（ピカラＭ

ＣＢ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＫ

ＢＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ西

予）契約約款 

光電話サービス（ピカラＭ

ＴＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ海

部）契約約款 

光電話サービス（ピカラ石

井ＣＡＴＶ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ宇

和島市専用サービス用）契

約約款 

ビジネス光電話サービス契

約約款 

ビジネス光電話サービス

（愛媛ＣＡＴＶ専用サービ

ス用）契約約款 

アルテリア・ネットワーク

ス株式会社 

直加入サービス契約 直加入サービス契約約款 

株式会社ジュピターテレコ

ム 

プライマリ電話契約 プライマリ電話サービス契

約約款 

株式会社ＱＴｎｅｔ 第２種ＩＰ電話サービス ＩＰ電話サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 第３種ＩＰ電話契約又は第

４種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 

楽天コミュニケーションズ

株式会社 

直収電話契約又は特定ＩＰ

電話契約 

電話サービス等契約約款 

株式会社エネルギア・コミ

ュニケーションズ 

ＩＰ電話サービスに係る第

１種第３類契約又はＩＰ電

話サービスに係る第１種第

ＩＰ電話サービス契約約款 



 372

４類契約 

Ｃｏｌｔテクノロジーサー

ビス株式会社 

ＩＰ電話契約 電話等サービス契約約款 

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株

式会社 

ＩＰ電話契約 電話サービス等契約約款 

備考 当社は、当社が別に定めるダイヤル手段による音声通信は提供しません。 
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別表２ 

１ 電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

当社 データ送受信契約（第４種

データ送受信契約及び第５

種データ送受信契約を除き

ます｡) 

データ送受信サービス契約

約款 

備考 本表に掲げる事業者に係る加入電話等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴ

リーⅢに係るものに限ります。 

 

２ 総合ディジタル通信サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

当社 データ送受信契約（第４種

データ送受信契約及び第５

種データ送受信契約を除き

ます｡) 

データ送受信サービス契約

約款 

備考 本表に掲げる事業者に係る加入電話等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴ

リーⅢに係るものに限ります。 
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別表３ 移動体契約回線に係る協定事業者等 

１ 携帯契約回線に係る協定事業者等 

(１) 特定第２種一般電話契約又は国際ローミング着信サービスに係る協定事業者等 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

当社 ａｕ契約（ａｕデュアル又

はＵＩＭサービスに係るも

のに限ります｡)、ローミン

グ契約（ａｕデュアル又は

ＵＩＭサービスに係るもの

に限ります｡)又は定期前払

ａｕ契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュア

ルに係るものに限ります｡)

又はローミング契約（ＬＴ

Ｅデュアルに係るものに限

ります｡) 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

沖縄セルラー電話株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル又

はＵＩＭサービスに係るも

のに限ります｡)又はローミ

ング契約（ａｕデュアル又

はＵＩＭサービスに係るも

のに限ります｡) 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュア

ルに係るものに限ります｡)

又はローミング契約（ＬＴ

Ｅデュアルに係るものに限

ります｡) 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

 

(２) 特定プリペイドカード等による国際通話に係る協定事業者等 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

当社 プリペイド電話契約又はロ

ーミング契約（プリペイド

電話契約に係るものに限り

ます｡) 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

沖縄セルラー電話株式会社 プリペイド電話契約又はロ

ーミング契約（プリペイド

電話契約に係るものに限り

ます｡) 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

 

(３) (１)及び(２)以外の協定事業者等 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

当社 ａｕ契約（ａｕデュアル又

はＵＩＭサービスに係るも

のに限ります｡)、ローミン

グ契約（ａｕデュアル又は

ＵＩＭサービスに係るもの

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 
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に限ります｡)又は定期前払

ａｕ契約 

ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュア

ルに係るものに限ります｡)

又はローミング契約（ＬＴ

Ｅデュアルに係るものに限

ります｡) 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

沖縄セルラー電話株式会社 ａｕ契約（ａｕデュアル又

はＵＩＭサービスに係るも

のに限ります｡)又はローミ

ング契約（ａｕデュアル又

はＵＩＭサービスに係るも

のに限ります｡) 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュア

ルに係るものに限ります｡)

又はローミング契約（ＬＴ

Ｅデュアルに係るものに限

ります｡) 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

株式会社ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡサービスに係る契

約 

ＦＯＭＡサービス契約約款 

Ｘｉサービスに係る契約 Ｘｉサービス契約約款 

衛星電話サービスに係る契

約（当社が別に定めるもの

に限ります｡) 

衛星電話サービス契約約款 

ワイドスター通信サービス

に係る契約 

ワイドスター通信サービス

契約約款 

ソフトバンク株式会社 ３Ｇ通信サービス契約 ３Ｇ通信サービス契約約款 

４Ｇ通信サービス契約 ４Ｇ通信サービス契約約款 

ＥＭＯＢＩＬＥ通信サービ

スに係る契約 

ＥＭＯＢＩＬＥ通信サービ

ス契約約款（電話・データ

通信編） 

備考 

１ 衛星電話サービスに係る契約は、衛星電話サービス契約約款附則（平成８年３月２７

日経企第３６６号）第４条に定める旧船舶電話契約を含みます。 

２ 契約の種類は、上記に定めるものであって、音声通信を行うことができるものに限り

ます。 

３ 株式会社ＮＴＴドコモに係る契約には、同社より電気通信役務の提供を受けてソネッ

ト株式会社及びフリービット株式会社が提供する電気通信サービスに係る契約を含みま

す。 

 

２ ＰＨＳ契約回線に係る協定事業者等等 

(１) (２)以外の協定事業者等 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ソフトバンク株式会社 ワイモバイル通信サービス契

約 

ワイモバイル通信サービス

契約約款（ＰＨＳ編） 

ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サービス契
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約約款 

株式会社ウィルコム沖縄 ワイモバイル通信サービス契

約 

ワイモバイル通信サービス

契約約款（ＰＨＳ編） 

ウィルコム沖縄通信契約 ウィルコム沖縄通信サービ

ス契約約款 

 

(２) 国際ローミングを提供する協定事業者等 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ソフトバンク株式会社 国際ローミング契約 ウィルコム通信サービス契

約約款 

 

  



 377

別表４ 当社が発行するクレジットカード 

区別 内容 

第１種クレジッ

トカード 

（商品名：ＫＤ

ＤＩカード） 

当社が発行するクレジットカードであって、第２種国内通話等、第１種

国際通話等、第１種海事衛星電話通話等、携帯移動衛星電話通話等又は

ＦＴＴＨ接続回線等に係る音声通信を利用することができるもの 

 

別表５ 削除 
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附則 

（実施時期） 

  この約款は、昭和６２年９月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、昭和６３年２月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成元年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成元年２月２３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成元年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務、及び平成元年４月１日前から継続して提供しているものであって、同日か

ら平成元年４月 30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定される電気通信サービス

の料金については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償については、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２年３月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２年７月１０日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成３年３月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成４年４月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成４年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成５年４月１日から実施します。 

ただし、複数パスワードサービスに係る改正規定は、平成５年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成５年７月２６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成５年１１月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施の際現に通話中の通話については、その開始時刻から終了時刻までの

通話時間（以下「当該通話時間」といいます｡)に基づいてこの改正規定による改正前の約

款（以下「旧約款」といいます｡)の規定により算定して得た料金（その通話に接続する他

社接続通話の料金（この改正規定実施前の協定事業者の契約約款の規定により算定したも

のとします。以下同じとします｡)と合算して得たものとします｡)と、当該通話時間に基づ

いてこの改正規定による改正後の約款の規定により算定して得た料金のうち、低額のもの

を適用します。 

  ただし、第 141・条（責任の制限）第２項の規定の適用に関しては、高額のものを適用

します。 

４ 第 123 条（通話等料金の支払義務）第２項及び第 141 条（責任の制限）第２項の規定の適

用に関し、この改正規定実施前の通話（前項の通話を除きます｡)に係る料金の算定にあた
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っては、旧約款の規定により算定して得た料金にその通話に接続する他社接続通話の料金

を合算して得たものにより行います。 

５ この改正規定実施前に改正前の第 141 条（責任の制限）第１項及び料金表第１（通話等料

金）１（適用）の表の(6)欄の右欄のシの規定の適用を受ける事由が生じ、この改正規定実

施後においても継続する場合は、なお従前のとおりとします。 

６ この改正規定による改正後の料金表第１（通話等料金）１（適用）の表の(6)欄の右欄の

コの規 定の適用に関し、マンスリーパックの取扱いを行わなかったものとした場合の料金

額の算定にあ たっては、第３項及び第４項の規定の例によります。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成６年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に取り扱っているホームパックは、この改定規定実施の日にお

いて、マンスリーパックとみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成６年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成６年１２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成７年５月１日から実施します。ただし、Ｖネット電話サービス等

の付加機能に係る改正規定は、平成７年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に提供している市外電話サービスは、この改正規定実施の日

（前項ただし書の部分を除きます｡)において、通常電話サービスに係る市外電話サービス

とみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成７年７月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成７年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施の際現に取り扱っているフリーコールプランは、この改正規定実施の

日において、フリーコールプラン・とみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成８年３月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成８年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成８年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施の際現に取扱中のセレクトプランについては、そのセレクトプランに

係る料金月の初日がこの改正規定実施の日と同一の場合は、この改正規定実施の日から、

そのセレクトプランに係る料金月の初日がこの改正規定実施の日と異なる場合は、この改

正規定実施の日の属する料金月の翌料金月の初日から、それぞれ、この改正規定による改

正後の約款の規定を適用するものとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成８年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成８年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により一定の回線群に係る全時間帯に

おける月間累積通話料金の割引の適用を受けている契約者回線については、この改正規定

実施の日において、改正後の約款の規定による一定の場所内の回線群に係る全時間帯にお

ける月間累積通話料金の割引の適用を受けている契約者回線とみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成９年１月１日から実施します。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年２月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年３月１日から実施します。 

（他の約款の廃止） 

２ 次に掲げる約款は、廃止します。 

 (１) ダイレクト電話サービス契約約款 

 (２) アクセス電話サービス契約約款 

（経過措置） 

３ 削除 

４ この改正規定実施の際現に，当社とＶネット電話サービスに係る電話等契約を締結して

いる者は、この改正規定実施の日において、市外Ｖネット電話サービスⅠに係る一般電話

等契約を締結しているものとみなします。 

（この改正規定実施前に行った手続きの効力等） 

５ この改正規定実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則

に規定するもののほか、改正約款中にこれに相当する規定があるときは、改正約款の規定

に基づき行ったものとみなします。 

６ この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により提供している電気通信サービスは、

この附則に規定する場合のほか、この改正約款にこれに相当する規定があるときは、この

改正約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により当社と一般電話契約を締結して

いる者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の規定によ

り当社と一般電話等契約を締結しているものとみなします。 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により提供されている電気通信サービ

スは、この附則に規定する場合のほか、改正後の約款にこれに相当する規定があるときは、

改正後の約款の規定に基づき提供しているものとみなします。 

４ 平成９年４月１日前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務及び同日前から継続して提供している電気通信サービスであって、同日か

ら平成９年４月 30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものの料金につい

ては、なお従前のとおりとします。 

５ 平成９年４月１日前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 



 383

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成９年７月１０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定によりアカウント

プラン代表者又はスーパーアカウントプラン代表者となっている者は、この改正規定実施

の日において、この改正規定による改正後の約款の規定によるアカウントプラン代表者又

はスーパーアカウントプラン代表者とみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成９年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成９年１２月８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年２月１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、「「隣接」・２０キロメートルまでのもの」の料金額に関す

る部分については、平成 10 年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年３月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年５月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１０年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

４ 削除 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
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金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１  この改正規定は、平成１０年１０月２２日から実施します。 

ただし、この改正規定中、サテライト通話等に関する部分については、当社が別に定め

る日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により当社と一般

電話等契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改

正後の約款の規定により当社と第１種一般電話等契約を締結しているものとみなします。 

３ 特定第１種一般電話等契約者及び第２種一般電話等契約者は、当分の間、国際通話等に

限り行うことができるものとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により一定の場所

内の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の割引の適用を受けている契約者

回線については、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の規

定による一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割

引の適用を受けている契約者回線とみなします。 

３ この改正規定実施の際現に通話等中の国際通話等及びサテライト通話等に係る料金につ

いては、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、この附則に規定するもののほか、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年１月１８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１１年４月１０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１１年４月１６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定するフリーコール

サービスは、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定す

るフリーコールサービス・とみなします。 

３ この改正規定実施の際現に通話等中のサテライト通話等に係る料金については、なお従

前のとおりとします。 

４  この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１  この改正規定は、平成１１年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、電話等契約者から要請のあった特定他社接続回線について

は、当社が別に定める日までの間、この改正規定による改正後の約款の規定（第３条（用

語の定義）の表の 30 欄及び第 93 条（電話サービス等の利用停止) 第１項各号列記以外の

部分の規定を除きます｡)は適用がないものとし、その特定他社接続回線については、なお

従前のとおり取り扱います。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年９月９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１１年９月１７日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１１年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１月１日から実施します。 

   ただし、第 141 条（責任の制限）の規定の改正に係る部分については平成１１年１２月

３１日か  ら実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年２月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年２月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年３月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年３月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年３月１８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年３月３０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に通話等中の国際通話等に係る料金については、なお従前の通

りとします。 
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３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年４月１１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、スーパーセレクトプランプラスに係る部分については、平成

１２年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスに係

る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年４月２１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」といいます｡)に規定する下表の

左欄の市外Ｖネット電話サービス等は、この改正規定実施の日において、この改正規定に

よる改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)に規定する下表の右欄の市外Ｖネッ

ト電話サービス等とみなします。 

市外Ｖネット電話サービスⅠ タイプⅠ 

市外Ｖネット電話サービス等Ⅱ タイプⅡ 

３ 削除４ この改正規定実施の際現に、特定事業者が特定事業者の電話サービス契約約款

の規定により相互に隣接する２の単位料金区域相互間の通話について、当分の間、区域内

通話として取り扱っている区域については、改正後約款の規定にかかわらず、同様に取り

扱うものとします。 

５ この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、改正後

約款にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の規定に基づき行ったものとみなし

ます。 

６ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスに係

る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

７ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年７月１日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年８月１日から実施します。 

  ただし、フリーコールサービスⅡ（タイプⅡのものに限ります｡)に係る特定通話等につ

いては、当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」と

いいます｡)に規定する下表の左欄の付加機能は、この改正規定実施の日において、この改

正規定による改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)に規定する下表の右欄の付

加機能とみなします。 

フリーコールサービスⅡ フリーコールサービスⅡ（タイプⅠのも

の） 

３ この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附

則に規定するもののほか、改正後約款にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の

規定に基づき行ったものとみなします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年８月１０日から実施します。 

  ただし、通話等料金の適用に係る部分については、平成１２年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年９月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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１ この改正規定は、平成１２年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」と

いいます｡)の規定により締結されている契約は、この改正規定実施の日において、この改

正規定による改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)の規定による契約とみなし

ます。なお、改正前約款における契約と改正後約款における契約との対応関係については、

次のとおりとします。 

改正前約款における契約 改正後約款における契約 

第１種一般電話等契約（クレジット電話サ

ービス等に係るものを除きます｡) 

カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約 

特定第１種一般電話等契約 カテゴリーⅡに係る特定第１種一般電話契

約 

第２種一般電話等契約 カテゴリーⅡに係る第２種一般電話等契約 

クレジット電話サービス等の提供を受ける

ための第１種一般電話等契約 

カテゴリーⅡに係るクレジット電話等契約 

３ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している付加機能は、この改

正規定実施の日において、改正後約款に規定する付加機能とみなします。なお、改正前約

款における付加機能と改正後約款における付加機能の対応関係については、次のとおりと

します。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能 

クレジット電話サービス等に係るもの カテゴリーⅡに係るクレジット電話等契約

に係るクレジット電話サービス等に係るも

の 

Ｖネット電話サービス等に係るもの ＶネットサービスⅠに係るもの 

（旧ケイディディ株式会社のＫＤＤ電話サービス営業規約及び総合ディジタル通信サービス

営業規約の廃止） 

４ 旧ケイディディ株式会社のＫＤＤ電話サービス営業規約及び総合ディジタル通信サービ

ス営業規約（以下「旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等」といいます｡)は廃止します。 

（旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の契約に関する経過措置） 

５ この改正規定実施の際現に旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定による契約は、この

改正規定実施に日において、改正後約款の規定による契約とみなします。なお、旧ＫＤＤ

電話サービス営業規約等における契約と改正後約款における契約との対応関係については、

次のとおりとします。 

旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における

契約 

改正後約款における契約 

第１種ＫＤＤ電話利用契約 カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約 

第２種ＫＤＤ電話利用契約 カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約 

ＫＤＤ電話携帯利用契約 カテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契

約 

第１種ＫＤＤ電話内線利用契約 カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約

であって、バーネットサービスに係る閉域

集団を代表する契約者回線に係るもの 

第２種内線利用電話設備による第２種ＫＤ

Ｄ電話内線利用契約 

カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約

であって、ＶネットサービスⅡの提供を受

けているもの 



 392

当社が別に定めるクレジットカードの利用

に関する契約を締結していて、第１種クレ

ジット通話又はクレジットカード・コール

の利用が可能なもの 

カテゴリーⅢに係るクレジット電話契約で

あって、第１種クレジット通話等又はクレ

ジットカード・コールの利用が可能なもの 

当社が別に定めるクレジットカードの利用

に関する契約を締結していて、第２種クレ

ジット通話の利用が可能なもの 

一般クレジットカード又は外国の電気通信

事業者が発行するクレジットカードを利用

して行われる第１種クレジット通話等又は

クレジットカード・コールの利用が可能な

もの 

プリペイド自動通話等の利用が可能なもの プリペイド自動通話等の利用が可能なもの 

利用休止の取扱いを受けているもの 特定通話等発信規制サービスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、

Ⅳ及び特定通話等着信規制サービスを利用

しているもの 

第１種利用契約 カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約 

第２種利用契約 カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約 

第１種内線利用契約 

 

カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約

であって、バーネットサービスに係る閉域

集団を代表する契約者回線に係るもの 

第２種内線通信設備による第２種内線利用

契約 

カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約

であって、ＶネットサービスⅡの提供を受

けているもの 

６ この改正規定実施前に、旧ケイディディ株式会社が旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の

規定により預かった保証金については、この改正規定実施の日において、当社が旧ケイデ

ィディ株式会社から引き継ぐものとし、その取扱いについては、この改正後約款の規定に

よるものとします。 

７ この改正規定実施の際現に、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定により適用してい

る選択料金制サービスは、この改正規定実施の日において、改正約款表に規定する選択料

金制サービスとみなします。なお、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における選択料金制

サービスと改正後約款における選択料金制サービスの対応関係については、次のとおりと

します。 

旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における

選択料金制サービス 

改正後約款における選択料金制サービス 

特定通話に係る選択料金制サービス 特定通話等に係る選択料金制サービス 

特定通信に係る選択料金制サービス 特定通話等に係る選択料金制サービス 

第２種料金着信払自動通話に係る割引率逓

増型選択料金サービス 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

逓増型選択料金サービス 

第１種料金着信払通信に係る割引率逓増型

選択料金サービス 

第４種料金着信払自動通話等に係る割引率

逓増型選択料金サービス 

第２種料金着信払自動通話に係る割引率一

定型選択料金制サービス 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

一定型選択料金制サービス 

第１種料金着信払通信に係る割引率一定型

選択料金制サービス 

第４種料金着信払自動通話等に係る割引率

一定型選択料金制サービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る割引

率逓増型選択制選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率逓増型選

択料金制サービス 

第２種内線利用契約に係る割引率逓増型選 ＶネットサービスⅡに係る割引率逓増型選
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択制選択料金制サービス 択料金制サービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る割引

率一 定型選択制選択料金制サービスⅠ、

Ⅱ、Ⅲ 

ＶネットサービスⅡに係る割引一定増型選

択料金制サービスⅠ、Ⅱ、Ⅲ 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る一定

時間定額型第２種選択制選択料金制サービ

ス 

ＶネットサービスⅡに係る一定時間定額型

第２種選択料金制サービス 

第２種内線利用契約に係る一定時間定額型

選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る一定時間定額型

第２種選択料金制サービス 

特定国内通話に係る国内国際統合割引率変

動型選択料金サービス 

特定国内通話等に係る国内国際統合割引率

変動型選択料金サービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る割引

率変動型選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率変動型選

択料金制サービス 

第２種内線利用契約に係る割引率変動型選

択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率変動型選

択料金制サービス 

８ 削除 

９ 削除 

10 削除 

11 この改正規定実施の際現に、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定により提供してい

る付加機能は、この改正規定実施の日において、改正後約款に規定する付加機能とみなし

ます。なお、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における付加機能と改正後約款における付

加機能との対応関係については、次のとおりとします。 

旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における

付加機能 

改正後約款における付加機能 

代表機能 代表サービス 

短縮ダイヤルイン機能 短縮ダイヤルサービス 

ダイヤルイン機能 ダイヤルインサービス 

国内通話内線接続機能 国内通話等内線接続サービス 

第１種料金着信払自動通話機能 

 世界共通料金着信払自動通話用番号登録

料を要するもの 

 着信転送機能 

 着信時間帯指定機能 

フリーコールサービスⅤ 

 ユニバーサルフリーナンバーサービス 

 

 着信転送サービス 

 着信時間帯指定サービス 

第三者課金機能 第三者課金サービス 

情報提供機能 情報提供サービス 

第２種料金着信払自動通話機能 

 時間外着信案内機能 

 接続分配機能 

 同時接続機能 

 全国共通番号機能 

 話中時転送機能 

 受付先変更機能 

 カスタム終了案内機能 

 待ち合わせ接続機能 

 コマンドルーティング機能 

 通話案内機能 

旧フリーコールサービスⅢ 

 時間外着信案内サービス 

 接続分配サービス 

 同時接続サービス 

 全国共通番号サービス 

 話中時転送サービス 

 受付先変更サービス 

 カスタム終了案内サービス 

 待合せ接続サービスⅡ 

 コマンドルーティングサービス 

 通話等案内サービス 
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 内線個別着信機能 

 移動体電話設備接続機能 

 内線個別着信サービス 

 移動体アクセスサービス 

第３種料金着信払機能 フリーコールサービスⅣ 

第１種ＫＤＤ電話内線利用契約者が利用で

きる付加機能 

 擬似内線ダイヤル機能 

 詳細料金明細機能 

 内線ダイヤルイン機能 

バーネットサービスに係るもの 

 

 擬似内線ダイヤルサービス 

 詳細料金明細サービス 

 内線ダイヤルインサービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約者が利用で

きる付加機能 擬似内線ダイヤル機能 

 外線ダイヤル機能 

 閉域集団外設備発信機能 

 オンネット通話規制機能 

 特番オンネット通話機能 

 着信転送機能 

 閉域グループ接続機能 

 接続先変更機能 

 ホットライン機能 

 カスタムアナウンス機能 

 多重番号機能 

 内線個別着信機能 

Ｖネット電話サービスⅡに係るもの 

 擬似内線ダイヤルサービスⅡ 

 外線ダイヤルサービス 

 リモートアクセスサービスⅡ 

 オンネット通話等規制サービス 

 特番オンネット通話等サービス 

 着信転送サービスⅡ 

 閉域グループ接続サービス 

 接続先変更サービス 

 ホットラインサービス 

 カスタムアナウンスサービス 

 多重番号サービス 

 内線個別着信サービス 

国際ローミング着信自動通話機能 国際ローミング着信サービス 

（料金の適用等に関する経過措置） 

12 この改正規定実施前に、改正前約款又は旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等により支払い、

又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお

従前のとおりとします。 

13 この改正規定実施前に、改正前約款又は旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定により

その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のと

おりとします。 

14 １（実施時期）の規定にかかわらず、第３種国内通話等（県内通話に係るものに限りま

す｡)の通話等料金については、当社が別に定める日より実施します。 

15 １（実施時期）の規定にかかわらず、インマルサットミニＭ型の携帯移動地球局に着す

る携帯移動衛星電話通信（ディジタル通信モード（64Kb/s）によるものに限ります｡)の料

金については、当社が別に定める日より実施します。 

16 削除 

17 削除 

 （改正前に行った手続きの効力） 

18 この改正規定実施前に、改正前約款又は旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定によっ

てなされた申込み、承諾、通知その他の手続きであって、この改正後約款中にこれに相当

する規定があるものについては、この改正後約款の規定に基づいて行ったものとみなしま

す。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年１０月１０日から実施します。 
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附則 

この改正規定は、平成１２年１０月１４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１１月１日から実施します。 

  ただし、第３種国内通話の区域内通話に係る部分については、当社が別に定める日から

実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１１月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１１月１３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１２月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年１月１日から実施します。 
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  ただし、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表のイ及び第 17 表のアの(イ)の割

引率に係る部分は、当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年１月９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の日以降を起算日とする料金月から平成１３年４月２３日を起算日と

する料金月までの間に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第１４表（全時間帯

における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の時間帯及び割引の適用

（タイプⅡ））の適用に係る通話等料金については、同表の規定にかかわらず、定額料金

の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施の日以降を起算日とする料金月から平成１３年４月２３日を起算日と

する料金月までの間に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第３９表（全時間帯

における確定電話番号等への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用Ⅱ）の適用に

係る通話等料金については、同表の規定にかかわらず、定額料金の支払いを要しません。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電

話サービス契約約款に規定される加入電話契約者若しくは臨時加入電話契約者、又は総合

ディジタル通信サービス契約約款に規定される契約者（この改正規定による改正前の規定

により既に当社との間に、カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約を締結している方を

除きます｡)は、この改正規定実施の日において、当社との間に、カテゴリーⅣに係る第２

種一般電話等契約を締結したこととなります。ただし、この改正規定の実施前に、カテゴ

リーⅣに係る第２種一般電話等契約を締結しない旨の通知を書面により当社に対して行っ

た方については、この限りではありません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（コンタクトプランの取扱いの経過措置） 

１ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年３月１５日から平成１３年４月３０日

の間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプラン

Ⅰについては、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累積通話等

料金の額が同表イに定 める契約金額を越えることを取扱いの要件とせず、同表トの規定を

適用しないものとして取扱います。 

（経過措置） 

２ １に規定する取扱いについては、「特定期間」に請求のあったコンタクトプランⅠにお

いて、コンタクトプランⅠの取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日までに取

扱いの終了の申し出がない場合は、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表コの規定

にかかわらず、コンタク トプランⅠの取扱いを開始した料金月から 36 月の間に限り継続

して適用するものとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年３月３１日から実施します。 

  ただし、料金表別表５（選択料金制サービス）第５表に定める第２種電気通信事業者を

フレクッスプラン（タイプⅡ）代表者とする規定に関する部分は、所定の準備が整い次第

実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年４月１日から平成１３年４月３０日の

間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプランⅢ
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については、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累積通話等料

金の額が同表イに定め る契約金額を越えることを取扱いの要件とせず、同表トの規定を適

用しないものとして取扱います。 

３ ２に規定する取扱いについては、「特定期間」に請求のあったコンタクトプランⅢにお

いて、コンタクトプランⅢの取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日までに取

扱いの終了の申し出がない場合は、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表コの規定

にかかわらず、コンタク トプランⅢの取扱いを開始した料金月から 36 月の間に限り継続

して適用するものとします。 

４ この改正規定実施の際現に取り扱っている高度振り分けサービスは、この改正規定実施

の日において、高度振り分けサービスⅠとみなします。 

５ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

６ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年４月２０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、株式会社ディーディーアイのａｕ電話サービス契約約款又

はａｕデュアルサービス契約約款に規定されるａｕ電話契約者（第４種のａｕ電話を利用

している者に限ります｡)又はａｕデュアル契約者は、この改正規定実施の日において、当

社との間に、特定第２種一般電話契約を締結したこととなります。 
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  ただし、この改正規定の実施前に、特定第２種一般電話契約を締結しない旨の通知を書

面により当社に対して行った方については、この限りではありません。 

３ この改正規定実施の際現に、株式会社エーユー又は沖縄セルラー電話株式会社のａｕ電

話サービス契約約款又はａｕデュアルサービス契約約款に規定されるａｕ電話契約者（Ｃ

ＤＭＡ方式のａｕ電話を利用している者に限ります｡)又はａｕデュアル契約者は、この改

正規定実施の日において、当社との間に、特定第２種一般電話契約を締結したこととなり

ます。 

  ただし、この改正規定の実施前に、特定第２種一般電話契約を締結しない旨の通知を書

面により当社に対して行った方については、この限りでありません。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定の第２（通話等料金）の１（適用）の表（通話等料金の適用）の(２)（通

話等種類等の適用）欄のイの表に規定するユーザー間情報通知に係る通話等料金について

は、この改正規定実施の日から平成１３年７月３１日までの間、２（料金額）の(２)（総

合ディジタル通信に係るもの）のイ（ユーザー間情報通知）の規定にかかわらず、料金額

の支払いを要しません。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年５月１日から平成１３年６月３０日の
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間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプランⅠ

又はコンタクトプランⅢについては、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表トに

規定する年間累積通話 等料金の額が同表イに定める契約金額を超えることを取扱いの要件

とせず、同表トの規定を適用しないものとして取扱います。 

３ ２に規定する取扱いについては、特定期間に請求のあったコンタクトプランⅠ又はコン

タクトプランⅢにおいて、コンタクトプランⅠ又はコンタクトプランⅢの取扱いを行う期

間の満了前の当社が別に定める期日までに取扱いの終了の申し出がない場合には、料金表

別表第５（選択料金制サービス）第 16 表コの規定にかかわらず、コンタクトプランⅠ又は

コンタクトプランⅢの取扱いを開 始た料金月から 36 月の間に限り継続して適用するもの

とします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定の際現に取り扱っているコンタクトプランⅢは、この改正規定実施の日に

おいて、コンタトクトプランⅢ－１とみなします。 

３ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年５月３日から平成１３年６月３０日の

間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプランⅢ

－２については、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累積通

話等料金の額が同表イ に定める契約金額を超えることを取扱いの要件とせず、同表トの規

定を適用しないものとして取扱います。 

４ ３に規定する取扱いについては、特定期間に請求のあったコンタクトプランⅢ－２にお

いて、コンタクトプランⅢ－２の取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日まで

に取扱いの終了の申し出がない場合には、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表

コの規定にかかわらず、コンタクトプランⅢ－２の取扱いを開始した料金月から 36 月の間

に限り継続して適用するものと します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年５月３０日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月３０日から実施します。 

（経過措置） 

２ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年５月３０日から平成１３年６月５日ま

での間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプラ

ンⅢ－３については、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累

積通話等料金の額が同表イに定める契約金額を超えることを取り扱いの要件とせず、同表

トの規定を適用しないもの として取り扱います。 

３ ２に規定する取扱いについては、「特定期間」に請求のあったコンタクトプランⅢ－３

において、コンタクトプランⅢ－３の取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日

までに取扱いの終了の申し出がない場合は、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16

表コの規定にかかわらず、コンタクトプランⅢ－３の取扱いを開始した料金月から 36 月の

間に限り継続して適用するものとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年６月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年６月２７日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年６月３０日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 当社が別に定めるＶネットサービスⅠの機能及びＶネットサービスⅠに係る付加機能に
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係る請求に関する工事について、平成１３年７月１日から当社が別に定める日までの間に、

第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約に係る者に限りま

す｡)であって、ＶネットサービスⅡの提供を受けている者が、その第１種一般電話等契約

を解除すると同時に、ＶネットサービスⅠに係る第１種一般電話等契約（カテゴリーⅠに

係るものに限ります｡)を当社と締結した場合は、料金表の第６（工事費）の２（工事費の

額）の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年７月１２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月２８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年８月３１日から実施します。 

  ただし、付加機能使用料に係る部分以外の部分は、当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料



 404

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年９月５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年９月２５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により、特定料金表の適用に係る選択料

金制サービス（タイプ３）の適用を受けている登録回線及び登録内線回線については、こ

の改正規定実施の日において、改正後約款に規定する、特定料金表の適用に係る選択料金

制サービス（タイプ３）の取扱いを受ける割引対象回線とみなします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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 この改正規定は、平成１３年１０月２３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」と

いいます｡)の規定により提供している付加機能（カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契

約に係る旧フリーコールサービスⅢに係るものに限ります。以下この２において同じとし

ます｡)は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款（以下「改

正後約款」といいます｡)に規定する付加機能とみなします。なお、改正前約款における付

加機能と改正後約款における付加機能の対応関係については、次のとおりとします。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能 

時間外着信案内サービス 受付先変更サービス 

接続分配サービス 着信先分配サービス 

同時接続サービス 受付回線設定サービス 

全国共通番号サービス 全国共通番号サービス 

話中時転送サービス 受付回線設定サービス 

受付先変更サービス 受付先変更サービス コースⅡ 

カスタム終了案内サービス カスタムアナウンスサービスⅡ 

待合わせ接続サービスⅡ 待合わせ接続サービス 

通話等案内サービス 接続先案内サービス 

３ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している付加機能（フリーコ

ールサービスⅠ又はフリーコールサービスⅡに係るものに限ります。以下この３において

同じとします｡)は、この改正規定実施の日において、この改正後約款に規定する付加機能

とみなします。なお、改正前約款における付加機能と改正後約款における付加機能の対応

関係については、次のとおりとします。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能 

受付先変更サービス 

 フリーコールサービスⅠに係るもの 

 フリーコールサービスⅡに係るもの 

受付先変更サービス 

 コースⅠ 

 コースⅡ 

４ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により適用している選択料金制サービス

（カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約に係るものに限ります｡)は、この改正規定実

施の日において、改正後約款に規定する選択料金制サービスとみなします。なお、改前約

款における選択料金制サービスと改正後約款における選択料金制サービスの対応関係につ

いては、次のとおりとします。 

改正前約款における選択料金制サービス 改正後約款における選択料金制サービス 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

逓増型選択料金制サービス 一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の額に応じて定まる割引の

適用（タイプⅡ） 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

一定型選択料金制サービスⅠ、Ⅱ、Ⅲ及び

Ⅳ 

５ 削除 

６ 削除 

７ 削除 
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８ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

９ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１１月２３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１２月８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１月８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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 この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前約款に規定するＶネットサービスⅡに係る第１種一

般電話等契約を締結している者（料金表別表５の第２９表に規定する内線通話等逓増型選

択料金制サービスの適用を受けている者を除きます｡)は、この改正規定実施の日において、

当社との間に、この改正約款による改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)に規

定するＶネットサービスに係る第１種一般電話等契約（カテゴリーⅡに係るものに限りま

す｡)を締結したこととなります。 

３ この改正規定実施の際現に、改正前約款に規定するＶネットサービスⅡに係る第１種一

般電話等契約を締結している者（料金表別表５の第２９表に規定する内線通話等逓増型選

択料金制サービスの適用を受けている者に限ります｡)は、この改正規定実施の日において、

当社との間に、改正後約款に規定するＶネットサービスに係る第１種一般電話等契約（カ

テゴリーⅠに係るものに限ります｡)を締結したこととなります。 

４ ２又は３に基づき、当社との間に、締結したこととしたＶネットサービスに係る第１種

一般電話等契約（カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係るものに限ります｡)に係る通話等に

ついては、第２（通話等料金）の１（適用）の表の(２)欄のエにかかわらず、第１種国内

通話等とみなして取扱います。 

５ 削除６ 削除７ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している付

加機能（ＶネットサービスⅡに係るものに限ります｡)は、この改正規定実施の日において、

改正後約款に規定する付加機能（Ｖネットサービスに係るものに限ります｡)又はＶネット

サービスに係る機能とみなします。なお、改正前約款における付加機能と改正後約款にお

ける付加機能又はＶネットサービスに係る機能の対応関係については、次のとおりとしま

す。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能又はＶネット

サービスに係る機能 

擬似内線ダイヤルサービスⅡ サブネットコール機能 

外線ダイヤルサービス オフネットコール機能 

ホットラインサービス 

  そのダイヤル操作方法がダイヤル操作

なしの方法により行われるもの  その

ダイヤル操作方法が＃のみダイヤルする

 

ダイレクトコールサービス 

♯ダイヤルサービス 
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方法により行われるもの 

８ 削除９ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により適用している選択料金制

サービス（ＶネットサービスⅡに係るものに限ります｡)は、この改正約款実施の日におい

て、改正後約款に規定する選択料金制サービス（Ｖネットサービスに係るものに限りま

す｡)とみなします。なお、改正前約款における選択料金制サービスと改正後約款における

選択料金制サービスの対応関係については、次のとおりとします。 

改正前約款における選択料金制サービス 改正後約款における選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率逓増型選

択料金制サービス 

一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の額に応じて定まる割引の

適用（タイプⅡ） 

ＶネットサービスⅡに係る割引率一定型選

択料金制サービスⅡ 

一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の一定割引の適用 

  

ＶネットサービスⅡに係る一定時間定額型

第２種選択料金制サービス 

Ｖネットサービスに係る契約者回線に係る

全時間帯における月間累積通話時間に係る

定額料金の適用 

10 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

11 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年２月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年３月２５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により取り扱って
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いるフレックスプラン、スーパーアカウントプランⅠ、スーパーセレクトプラン、スーパ

ーセレクトプランプラス、スーパーセレクトプランⅡ、割引率逓増型選択料金制サービス

Ⅱ及び割引率逓増型選択料金制サービスⅢは、この改正規定実施の日において、「旧フレ

ックスプラン」、「旧スーパーアカウントプラン」、「旧スーパーセレクトプラン」、

「旧スーパーセレクトプランプラス」、「旧スーパーセレクトプランⅡ」、「旧割引率逓

増型選択料金制サービスⅡ」及び「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢ」とし、その取

扱いは、次のとおりとします。 

一定の回線群

に係る全時間

帯における月

間累積通話等

料金の額に応

じて定まる割

引の適用 

ア 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)又はク

レジット電話等契約者（カテゴリーⅡに係るクレジット電話等契約に

係るクレジット電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者

に限ります。以下この表において同じとします｡)から請求があったと

きは、第１種一般電話サービス等（カテゴリーⅡに係る第１種一般電

話等契約に係る第１種一般電話サービス等に限ります。以下この表に

おいて同じとします｡)に係る契約者回線により構成される回線群ごと

に、その回線群（メンバーズコード（その電話等契約者に係るものに

限ります｡)を含みます｡)に係る全ての時間帯における第１種国内通話

等（区域内通話等、フリーコールサービスⅡに係る特定通話等、第 12

表に規定するＶネットパックの適用を受ける通話等及び第 44 表に規定

するワイドプランの適用を受ける通話等を除きます｡)及びＰＨＳ着信

通話等の通話等料金（２（料金額）に規定する通話等料金とします｡)

を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、その月間

累積通話等料金の額にその月間累積通話等料金の額（区域内通話等及

び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等に係る月間累

積通話等料金の額を含むものとし、他の選択料金制サービス（当社が

別に定めるものに限ります｡)の適用による場合は、適用した後の額と

します｡)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱

い（以下「旧フレックスプラン」といいます｡)を行います。 

  ただし、その他の選択料金制サービス（当社が別に定めるものに限

ります｡)の取扱いを受けている契約者回線については、旧フレックス

プランの取扱いを受けることはできません。 

月間累積通話等料金の額 割引率 

税抜額 5,000 円以上 30,000 円未満の場合 25.0％ 

税抜額 30,000 円以上 200,000 円未満の場合 28.0％ 

税抜額 200,000 円以上の場合 30.0％ 

(注１) 上表において、割引率は、第１種国内通話等に係る月間累積

通話等料金の額に適用する割引率とします。 

(注２) 上表において、その電話等契約者がＶネットサービスⅠ又は

Ｓネットサービスの提供を受けているときは、上表による割引のほ

か、全ての時間帯における第１種国内通話等（料金表別表１のオフ

ネットコール機能を利用して行われる通話等、区域内通話等（契約

者回線相互間の通話等又はスピードナンバーによる通話等に限りま

す｡)及びスピードナンバーによらない通話等を除きます｡)の通話等

料金（２（料金額）に規定する通話等料金とします｡)を料金月単位

に累積し、その月間累積通話等料金の額に 5.0%を乗じて得た額を加
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えて割り引くものとします。 

(注３) 削除(注４) 上表の規定にかかわらず、ＰＨＳ着信通話等に

係る月間累積通話等料金の額に適用する割引率は５％とします。 

イ 旧フレックスプラン回線群（アの回線群をいいます。以下同じとし

ます｡)は、同一の群を構成するものとして電話等契約者から申し出の

あった契約者回線であって、次の条件を満たすものにより構成される

ものとします。 

(ア) １の電話等契約者に係る契約者回線により旧フレックスプラン

回線群を構成する場合 

  その電話等契約の名義が当該電話等契約者の本人名義のものであ

ること。 

(イ) ２以上の電話等契約者に係る契約者回線により旧フレックスプ

ラン回線群を構成する場合 

① その電話等契約の名義が相互に業務上緊密な関係を有することに

ついて当社が別に定める基準に適合するものであること。 

② 旧フレックスプラン回線群を構成することについて同意している

電話等契約者に係るものであること。 

ウ 旧フレックスプランの取扱いを受けようとする電話等契約者は、旧

フレックスプラン回線群を構成する契約者回線に係る電話等契約者で

あって、旧フレックスプランに係る通話等料金その他の債務の支払い

を現に怠り、又は怠るおそれのない者を代表者として定め、その代表

者（以下「旧フレックスプラン代表者」といいます｡)を通じて旧フレ

ックスプランの取扱いの請求をしていただきます。旧フレックスプラ

ンの終了の申し出の場合も同様とします。 

  ただし、イの(ア)に係る旧フレックスプラン回線群については、こ

の限りでありません。 

エ 電話等契約者は、旧フレックスプラン代表者を変更するときは、そ

のことを速やかに当社に届け出ていただきます。この場合において、

変更後の旧フレックスプラン代表者は、ウの条件を満たす者であるこ

とを要します。 

オ 当社は、旧フレックスプランに係る通話等料金その他の債務につい

ては、旧フレックスプラン回線群ごとに一括して、その旧フレックス

プラン回線群に係る電話等契約者（イの(イ)に係る旧フレックスプラ

ン回線群については、旧フレックスプラン代表者）に請求します。 

  ただし、当社が別に定めるところにより、旧フレックスプラン代表

者があらかじめ電話等契約者（その旧フレックスプラン回線群を構成

する契約者回線に係る電話等契約者に限ります｡)を指定するときは、

その指定のあった電話等契約者に請求するものとします。 

カ 当社は、オの規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、

その旧フレックスプラン回線群に係る電話等契約者（イの(イ)に係る

旧フレックスプラン回線群については、旧フレックスプラン代表者）

から、あらかじめ、その請求の範囲を指定して分割請求の要請があっ

たときは、その指定に基づき分割請求するものとします。 

キ 旧フレックスプランの取扱いは、次のとおりとします。 

(ア)新たに１の旧フレックスプラン回線群を構成する場合 

  新たに１の旧フレックスプラン回線群を構成する場合は、請求の
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あった日（請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サー

ビス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求の

あった日とみなして取り扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初

日（電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障が

ないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する

日）から旧フレックスプランの取扱いを開始することとし、その次

料金月以降においても、電話等契約者から旧フレックスプランの取

扱いの終了の申し出がない限り、旧フレックスプランの取扱いは継

続するものとします。旧フレックスプランの取扱いの終了の申し出

があった場合は、その申し出のあった日の属する料金月の末日まで

の間、旧フレックスプランの取扱いは継続するものとします。 

(イ) 既存の１の旧フレックスプラン回線群を指定して契約者回線を

追加する場合 

既存の１の旧フレックスプラン回線群を指定して追加する契約者回

線については、請求のあった日（請求のあった日に電話等契約の申込

みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提

供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います｡)の属する料金月

の翌料金月の初日（電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の

遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社

が指定する日）から旧フレックスプランの取扱いを開始することと

し、その次料金月以降においても、電話等契約者から旧フレックスプ

ランの取扱いの終了の申し出がない限り、旧フレックスプランの取扱

いは継続するものとします。 

(ウ) 既存の旧フレックスプラン回線群から、契約者回線を指定して

旧フレックスプランの取扱いの終了の申し出があった場合 

旧フレックスプランの取扱いの終了の申し出があった契約者回線につ

いては、申し出があった日の属する料金月の末日において、旧フレ

ックスプランの取扱いは終了したものとします。 

ク 次の場合は、その契約者回線に係る旧フレックスプランの取扱いは

終了したものとします。 

(ア) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者に係る

契約者回線がイに規定する条件を満たさなくなったとき。 

(イ)削除(ウ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約

者からの通知に基づいて、その契約者回線に係る電話等契約を解除

したとき。 

(エ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者につい

て、その契約者回線の移転に伴い、その電話番号等が変更になった

とき。 

(オ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者につい

て、当社がその契約者回線に係る電話等契約を解除したとき。 

(カ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者から、

その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社が別に定

めるものを除きます｡)の取扱いの請求があったとき。 

ケ 次の場合は、その旧フレックスプラン回線群に係る旧フレックスプ

ランの取扱いは終了したものとします。 

(ア) その旧フレックスプラン回線群を構成する全ての契約者回線に

ついて、クの(ア)から(カ)までの事由が生じたとき。 
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(イ) 電話等契約者（イの(イ)に係る旧フレックスプラン回線群につ

いては、旧フレックスプラン代表者又はオのただし書の規定により

指定のあった電話等契約者）が、旧フレックスプラン回線群に係る

通話等料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過して

もなお一括又は分割（カの規定による場合に限ります｡)して支払わ

ないとき。 

(ウ) 旧フレックスプラン代表者がウの条件を満たす者でなくなった

とき。 

コ 当社は、ケの(イ)の規定により旧フレックスプランの取扱いが終了

した旧フレックスプラン回線群については、その旧フレックスプラン

回線群を構成する契約者回線１回線ごとの通話等料金を算出して、当

該契約者回線に係る電話等契約者に請求することとします。この場合

において、電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適

用にあたっては、ケの(イ)の支払期日を基に計算することとします。 

サ 当社は、コの規定その他の場合において、契約者回線１回線当たり

の通話等料金の額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算

出することとします。 

契約者回線

１回線当た

りの通話等

料金の額 

＝

旧フレックスプラ

ン適用後の当該旧

フレックスプラン

回線群に係る通話

等料金の額 

×

旧フレックスプランの取

扱いを行わなかったとし

た場合の当該契約者回線

に係る通話等料金の額 

旧フレックスプランの取

扱いを行わなかったとし

た場合の当該旧フレック

スプラン回線群に係る通

話等料金の額 

 

シ サの場合において、旧フレックスプラン適用後の旧フレックスプラ

ン回線群に係る通話等料金の額からその旧フレックスプラン回線群を

構成する全ての契約者回線についてサに規定する算式により算出した

契約者線１回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額

が生じたときは、当社は、その残額を旧フレックスプランの取扱いを

受けている電話等契約者（イの(イ)に係る旧フレックスプラン回線群

については、旧フレックスプラン代表者）があらかじめ指定する特定

の１の契約者回線に係る通話等料金の額に加算するものとします。 

ス 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者について、

料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、旧

フレックスプランの取扱いを行わないこととし、その料金月の翌料金

月の初日から、旧フレックスプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、旧フレ

ックスプランの取扱いを行うものとします。 

セ 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者について、

メンバーズコードの変更があった場合は、新たなメンバーズコードに

ついて、旧フレックスプランの取扱いを行うものとします。この場合

において、その変更が料金月の中途に行われたときは、その料金月に
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関しては、変更後のメンバーズコードを変更前のメンバーズコードと

みなして取り扱うものとします。 

ソ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧フレックスプラン

の取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日

の属する料金月の翌料金月の初日から、旧フレックスプランの取扱い

を行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、旧フレックスプランの取扱いを行う

ものとします。 

(ア) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者からの

請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。 

(イ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者につい

て、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 

一定の回線群

に係る全時間

帯における月

間累積通話等

料金の一定割

引の適用 

旧スーパーアカウントプランの取り扱いについては、スーパーアカウン

トプランの規定に準じます。この場合において、スーパーアカウントプ

ランのカに規定する種類については、下表のとおりとします。 

種類 

定額料金の額（１旧ス

ーパーアカウントプラ

ン回線群ごとに月額）

割引額 

旧スーパーアカウント

プラン 

税抜額 250,000 円 第１種国内通話等に係

る月間累積通話等料金

（フリーコールサービ

スⅡに係る通話等の月

間累積通話等料金を除

き ま す ｡ ) の 額 に

20.0％を乗じて得た

額、ＰＨＳ着信通話等

に係る月間累積通話等

料金の額に 5.0％を乗

じて得た額及び国際通

話等に係る月間累積通

話 等 料 金 の 額 に

12.5％を乗じて得た額

の合算額 

(注１) 上表において、その電話等契約者がＶネットサービスⅠ又は

Ｓネットサービスの提供を受けているときは、上表による割引のほ

か、全ての時間帯における第１種国内通話等（料金表別表１のオフ

ネットコール機能を利用して行われる通話等、区域内通話等（契約

者回線相互間の通話等又はスピードナンバーによる通話等に限りま

す｡)及びスピードナンバーによらない通話等を除きます｡)の通話等

料金（２（料金額）に規定する通話等料金とします｡)を料金月単位

に累積し、その月間累積通話等料金の額に 5.0%を乗じて得た額を加

えて割り引くものとします。 
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全時間帯にお

ける確定単位

料金区域への

通話等に係る

月間累積通話

等料金の割引

の適用 

ア 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て、通常電話サービス等（カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約

に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとし

ます｡)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サー

ビス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提供を受けている

契約者回線を除きます｡)ごとに、全ての時間帯における第１種国内通

話等（フリーコールサービスに係る通話等を除きます。以下この表に

おいて同じとします｡)及び国際通話等の通話等料金（２（料金額）に

規定する通話等料金とします。以下この表において同じとします｡)を

料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額が税抜額 1,000 円

以上の場合には、下表の割引対象通話等に係る月間累積通話等料金で

あって、下表の条件を満たすものの額から、その額に下表の割引率を

乗じて得た額を割り引く取扱い（以下「旧スーパーセレクトプラン」

といいます｡)を行います。 

 ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社が

別に定めるものを限ります｡)の取扱いを受けているときは、旧スーパ

ーセレクトプランの取扱いを受けることはできません。 

種類 割引対象通話等 割引額 

旧スーパーセレクトプ

ラン 

第１種国内通話等（区

域内通話等及び第 44

表に規定するワイドプ

ランの適用を受ける通

話等を除きます｡) 

上位５順位までの確定

単位料金区域への月間

累積通話等料金の額に

25.0％を乗じて得た額

国際通話等 上位５順位までの確定

取扱地域への月間累積

通 話 等 料 金 の 額 に

15.0％を乗じて得た額

イ 当社は、１の料金月について、１の旧スーパーセレクトプランに限

り提供します。 

ウ 旧スーパーセレクトプランの取扱いは、請求のあった日（請求のあ

った日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始さ

れていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り

扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初日（電話等契約者から特に

要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあっ

た日の属する料金月の当社が指定する日）から開始することとし、そ

の次料金月以降においても、電話等契約者から旧スーパーセレクトプ

ランの取扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の条件により、

旧スーパーセレクトプランの取扱いは継続するものとします。旧スー

パーセレクトプランの取扱いの終了の申し出があった場合は、その申

し出のあった日の属する料金月の末日までの間、旧スーパーセレクト

プランの取扱いは継続するものとします。 

エ 次の場合は、その旧スーパーセレクトプランの取扱いは終了したも

のとします。 
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(ア) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

からの請求に基づいて、その第１種一般電話サービス等の区別の変

更又はその利用する契約者回線の変更を行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 

(ウ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

について、当社がその電話等契約を解除したとき。 

(オ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

から、その契約者回線について、Ｓネットサービスの利用の請求が

あったとき。 

(カ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社が

別に定めるものを限ります｡)の取扱いの請求があったとき。 

オ 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者につ

いて、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月について

は、旧スーパーセレクトプランの取扱いは行わないこととし、その料

金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、旧スーパーセ

レクトプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、旧スーパーセレクトプランの取扱いを行うものと

します。 

カ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧スーパーセレクト

プランの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消

した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件によ

り、旧スーパーセレクトプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランの取扱いを行うものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行った

とき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 

全時間帯にお

ける確定単位

料金区域への

通話等に係る

月間累積通話

等料金の時間

帯及び割引の

適用 

ア 当社は、一般第１種電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て、通常電話サービス等（カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約

に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとし

ます｡)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サー

ビス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提供を受けている

契約者回線を除きます｡)ごとに、下表の定額料金の支払いがあること
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を条件に、全ての時間帯における第１種国内通話等（フリーコールサ

ービスに係る通話等を除きます。以下この表において同じとします｡)

の通話等料金（２（料金額）に規定する通話等料金とし、平日昼間に

係る通話等料金を、第１種国内通話等に係るものに限り、夜間・休日

に係る通話等料金とみなします。以下この表において同じとします｡)

を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額が税抜額 1,000 

円以上の場合には、下表の割引対象通話等に係る月間累積通話等料金

であって、下表の条件を満たすものの額から、その額に下表の割引率

を乗じて得た額を割り引く取扱い（以下「旧スーパーセレクトプラン

プラス」といいます｡)を行います。 

  ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社

が別に定めるものを限ります｡)の取扱いを受けているときは、旧スー

パーセレクトプランプラスの取扱いを受けることはできません。 

種類 

定額料金の額

（１契約者回線

ごとに月額） 

割引対象通話等 割引額 

旧スーパーセレ

クトプランプラ

ス 

税抜額 200 円 第１種国内通話

等（区域内通話

等及び第 44 表

に規定するワイ

ドプランの適用

を受ける通話等

を除きます｡) 

上位５順位まで

の確定単位料金

区域への月間累

積通話等料金の

額に 25.0％を乗

じて得た額 

イ 当社は、１の料金月について、１の旧スーパーセレクトプランプラ

スに限り提供します。 

ウ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは、請求のあった日（請

求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が

開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなし

て取り扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初日（電話等契約者か

ら特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求

のあった日の属する料金月の当社が指定する日）から開始することと

し、その次料金月以降においても、電話等契約者から旧スーパーセレ

クトプランプラスの取扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の

条件により、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは継続するも

のとします。旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いの終了の申し

出があった場合は、その申し出のあった日の属する料金月の末日まで

の間、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは継続するものとし

ます。 

エ 次の場合は、その旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは終了

したものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者からの請求に基づいて、その第１種一般電話サービス等の区

別の変更又はその利用する契約者回線の変更を行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 

(ウ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等
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契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 

(オ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者から、その契約者回線について、Ｓネットサービスの利用の

請求があったとき。 

(カ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス

（当社が別に定めるものを限ります｡)の取扱いの請求があったと

き。 

オ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者は、１の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合において

も、その旧スーパーセレクトプランプラスに係る定額料金を支払って

いただきます。 

  ただし、料金表又は約款において、特段の規定がある場合は、その

規定によるものとします。 

カ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月に

ついては、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは行わないこと

とし、その料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、

旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを行う

ものとします。 

キ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧スーパーセレクト

プランプラスの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由

が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条

件により、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを行うものとし

ます。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランプラスの取扱いを行うものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を

行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたと

き。 

ク 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者の責めによらない理由により、電話サービス等が全く利用できない

状態（当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著し

い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含

みます｡)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月

に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当
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社が知った時刻以降の利用できなかった料金月（１料金月の倍数であ

る部分に限ります｡)に対応する定額料金の支払いは要しないこととし

ます。 

ケ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者であって、総合オープン通信網サービス（総合オープン通信網サー

ビス契約約款に規定する総合オープン通信網サービスであって、当社

が別に定めるものに限ります。以下同じとします｡)の提供を受けてい

る者から請求があり、旧スーパーセレクトプランプラスに係る通話等

料金と総合オープン通信網サービスに係る基本料金との料金月単位で

の一括請求の取扱いを行っている場合において、旧スーパーセレクト

プランプラスに係る電話等契約の契約名義と総合オープン通信網サー

ビスに係る契約の契約名義が同一のときは、アの規定にかかわらず、

旧スーパーセレクトプランプラスに係る定額料金の支払いは要しない

こととします。 

  ただし、その料金月において、総合オープン通信網サービスに係る

基本利用料が税抜額０円のときは、旧スーパーセレクトプランプラス

に係る定額料金の支払いを要することとします。 

コ 次の場合は、ケの取扱いは終了したものとします。 

(ア) ケに係る総合オープン通信網サービスに係る契約の解除があっ

たとき。 

(イ) ケに係る電話等契約者の電話等契約の契約名義と総合オープン

通信網サービスに係る契約の契約名義が異なることとなったとき。 

サ ケに係るその他の取扱いは、旧スーパーセレクトプランプラスの取

扱い（ウ又はカの取扱いに限ります｡)に準じるものとします。 

シ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている

ときは、その料金を返還します。 

全時間帯にお

ける確定電話

番号等への通

話等に係る月

間累積通話等

料金の割引の

適用 

ア 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て通常電話サービス等（カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約に

係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとしま

す｡)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サービ

ス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提供を受けている契

約者回線を除きます｡)ごとに、下表の定額料金の支払いがあることを

条件に、全ての時間帯における第１種国内通話等（区域内通話等、フ

リーコールサービスに係る通話等及び第 44 表に規定するワイドプラン

の適用を受ける通話等を除きます。以下この表において同じとしま

す｡)の通話等料金（２（料金額）に規定する通話等料金とします。以

下この表において同じとします｡)を、料金月単位に累積し、その月間

累積通話等料金の額から、上位２順位までの確定電話番号等への月間

累積通話等料金の額に同表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い

（以下「旧スーパーセレクトプランⅡ」といいます｡)を行います。 

  ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社

が別に定めるものを限ります｡)の取扱いを受けているときは、旧スー

パーセレクトプランⅡの取扱いを受けることはできません。 

種類 定額料金の額（１旧ス 割引額 
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ーパーアカウントプラ

ン回線群ごとに月額）

旧スーパーセレクトプ

ランⅡ 
税抜額 100 円 35.0％ 

(注) 上表において、その契約者回線に係る月間累積通話等料金の額

（区域内通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける

通話等に係る月間累積通話等料金の額を含むものとし、他の選択料

金制サービス（当社が別に定めるものに限ります｡)の適用による場

合は、適用した後の額とします｡)が税抜額 1,000 円以上の場合に

は、上表による割引のほか、その月間累積通話等料金の額から、上

位５順位までの確定単位料金区域への月間累積通話等料金の額（そ

の月間累積通話等料金の額に上位２順位までの確定電話番号等への

月間累積通話等料金の額が含まれているときは、その上位２順位ま

での確定電話番号等への月間累積通話等料金の額を控除した額とし

ます｡)に 25.0％を乗じて得た額を加えて割り引くものとします。 

イ 当社は、１の料金月について、１の旧スーパーセレクトプランⅡに

限り提供します。 

ウ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは、請求のあった日（請求の

あった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始

されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取

り扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初日（電話等契約者から特

に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあ

った日の属する料金月の当社が指定する日）から開始することとし、

その次料金月以降においても、電話等契約者から旧スーパーセレクト

プランⅡの取扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の条件によ

り、旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは継続するものとします。

旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いの終了の申し出があった場合

は、その申し出のあった日の属する料金月の末日までの間、旧スーパ

ーセレクトプランⅡの取扱いは継続するものとします。 

エ 次の場合は、その旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは終了した

ものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者からの請求に基づいて、その第１種一般電話サービス等の区別の

変更又はその利用する契約者回線等の変更を行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 

(ウ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 

(オ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者から、その契約者回線について、Ｓネットサービスの利用の請求

があったとき。 

(カ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社

が別に定めるものを限ります｡)の取扱いの請求があったとき。 
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オ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者

は、１の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合においても、

その旧スーパーセレクトプランⅡに定額料金を支払っていただきま

す。 

  ただし、料金表又は約款において、特段の規定のある場合は、その

規定によるものとします。 

カ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者に

ついて、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月につい

ては、旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは行わないこととし、そ

の料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランⅡの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを行うもの

とします。 

キ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧スーパーセレクト

プランⅡの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解

消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件に

より、旧スーパーセレクトプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランⅡの取扱いを行うものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行っ

たとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 

ク 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者の

責めによらない理由により、電話サービス等が全く利用できない状態

（当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す｡)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属

する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が

知った時刻以降の利用できなかった料金月（１料金月の倍数である部

分に限ります｡)に対応する定額料金の支払いは要しないこととしま

す。 

ケ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者で

あって、総合オープン通信網サービスの提供を受けいている者から請

求があり、旧スーパーセレクトプランⅡに係る通話等料金と総合オー

プン通信網サービスに係る基本利用料との料金月単位での一括請求の

取扱いを行っている場合において、旧スーパーセレクトプランⅡに係

る電話等契約の契約名義と総合オープン通信網サービスに係る契約の

契約名義が同一のときは、アの規定にかかわらず、旧スーパーセレク

トプランⅡに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 

  ただし、その料金月において、総合オープン通信網サービスに係る
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基本利用料が税抜額０円のときは、旧スーパーセレクトプランⅡに係

る定額料金の支払いを要することとします。 

コ 次の場合は、ケの取扱いは終了したものとします。 

(ア) ケに係る総合オープン通信網サービスに係る契約の解除があっ

とき。 

(イ) ケに係る電話等契約者の電話等契約の名義と総合オープン通信

網サービスに係る名義が異なることとなったとき。 

サ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者で

あって、特定移動体事業者の契約者から請求があり、次の各号に該当

する場合は、ア又はケのただし書の規定にかかわらず、旧スーパーセ

レクトプランⅡに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランⅡに係る電話等契約者と特定移動体

事業者の電気通信サービスに係る契約者が同一（当社が別に定める

場合を含みます。以下スにおいて同じとします｡)であるとき。 

(イ) その請求が、１の特定移動体事業者に係る契約につき１の旧ス

ーパーセレクトプランⅡに係る契約者回線に係る請求であるとき。 

シ サの場合において、旧スーパーセレクトプランⅡに係る電話等契約

者の契約名義と特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約の契

約名義が異なるときは、旧スーパーセレクトプランⅡに係る電話等契

約者は、当社が旧スーパーセレクトプランⅡの取り扱いを行うにあた

り、必要な範囲で特定移動体事業者の契約者に係る情報の通知を受け

ることに関するその特定移動体事業者の契約者の同意書等を提出して

いただきます。 

ス 次の場合は、サの取扱いは終了したものとみなします。 

(ア) サに係る特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約の解

除があったとき。 

(イ) サに係る電話等契約者の電話等契約の名義と特定移動体事業者

の電気通信サービスに係る契約の契約名義が同一でなくなったと

き。 

セ ケ及びサに係るその他の取扱いは、旧スーパーセレクトプランⅡの

取扱い（ウ又はカの取扱いに限ります｡)に準じるものとします。 

ソ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている

ときは、その料金を返還します。 

割引率逓増型

選択料金制サ

ービスⅡ 

旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡの取り扱いについては、割引率逓

増型選択料金制サービスⅠの規定（コの(ハ)の規定及びその関連規定を

除きます｡)に準じて取り扱います。この場合において「別紙１」及び

「割引率逓増型選択料金制サービスⅠ」とあるのは、「附則別紙」及び

「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ」と読み替えるものとします。

また旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ定額料及び月間合計額から割

引を行う額は次表のとおりとします。 

区分 料金額 

定額料 １の旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡごとに月額

10,000 円 

月間合計額か

ら割引を行う

額 

月間合計額のうち、10 万円を超え 30 万円までの部分

に 100 分の４を乗じて得た額、30 万円を超え 100 万

円までの部分に 100 分の６を乗じて得た額、100 万円
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を超え 300 万円までの部分に 100 分の８を乗じて得

た額及び 300 万円を超える部分に 100 分の 10 を乗じ

て得た額を合算した額。（この場合において、当該合

計した額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切

り上げます｡) 

  

割引率逓増型

選択料金制サ

ービスⅢ 

旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡの取り扱いについては、割引率逓

増型選択料金制サービスⅠの規定（コの(ハ)の規定及びその関連規定を

除きます｡)に準じて取り扱います。この場合において「別紙１」及び

「割引率逓増型選択料金制サービスⅠ」とあるのは、「附則別紙」及び

「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢ」と読み替えるものとします。

また旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢ定額料及び月間合計額から割

引を行う額は次表のとおりとします。 

区分 料金額 

定額料 １の旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢごとに月額

1,000 円 

月間合計額か

ら割引を行う

額 

月間料金額のうち、１万円を超え 10 万円までの部分

に 100 分の３を乗じて得た額、10 万円を超え 30 万円

までの部分に 100 分の４を乗じて得た額及び 30 万円

を超える部分に 100 分の５を乗じて得た額を合算した

額。この場合において、当該合計した額に１円未満の

端数が生じときは、これを切り上げます。 

  

備考 

１ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに係

る登録回線を、他の旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択料金

制サービスⅢに係る登録回線として重複して登録することはできません。 

２ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに係

る登録回線を、異なる種類の選料金制サービスに係る登録回線として重複して登録する

ことはできません。 

３ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに係

る登録回線において、異なる種類の選択料金制サービスを重複して利用することはでき

ません。 

４ 第３種内線自動通話等を適用の対象とする選択料金制サービスに係る契約者回線を、

そのバーネット代表者である旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ若しくは旧割引率逓

増型選択料金制サービスⅢ利用者又はそのバーネットサービス代表者と相互に業務上密

接な関係にある旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ若しくは旧割引率逓増型選択料金

制サービスⅢ利用者が旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ又は旧割引率逓増型選択料

金制サービスⅢの登録内線回線とした場合、その契約者回線から発信される第３種内線

自動通話・通信等については、旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ又は旧割引率逓増

型選択料金制サービスⅢに係る通話等料金を適用します。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前の通りとします。 

５ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前の通りとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前の通りとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年５月１０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年５月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前の通りとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年５月３０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年６月１日から実施します。 

２ 削除 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前の通りとします。 

４ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 



 424

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年６月３日から実施します。 

 

  附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年６月７日から実施します。 

（経過措置） 

２ この附則実施の日以降を起算日とする料金月から平成１４年６月２７日を起算日とする

料金月までの間に限り、KDDI 企第 279 号（平成 13 年 12 月 21 日）の改正規定による改正

前の料金表別表５ （ 選択料金制サービス）の第２４表（割引率一定型第１種選択料金制

サービス）及び第２６表（割 引率一定型第２種選択料金制サービス）並びに第二電電企第

1160 号（平成 12 年 9 月 14 日）の附則 ７で 定める旧回線群型選択料金制サービスの適用

に係る通話等料金については、同表の規定にかか わらず、定額料の支払を要しません。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年６月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前の通りとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年６月３０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。 

 （平成８年１０月１日付附則の改定） 

２ 平成８年１０月１日付附則の第２項及び第３項を削除します。 

 

  附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正料金表に係る改正前の約款により取り扱っている

国内国際統合割引率変動型選択料金制サービスは、この附則実施の日において、「旧国内

国際統合割引率変動型選択料金制サービス」とし、その取扱いは、次のとおりとします。 
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旧国内国際統

合割引率変動

型選択料金制

サービス 

ア 「旧国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス」（以下「旧統

合変動型選択料金制サービス」といいます｡)とは、次表(ア)に掲げる

通話等の料金の１料金月における合計額（以下本表において「月間合

計額」といいます｡)について、次表(イ)に定める割引を適用するサー

ビスをいいます。 

(ア) 

区分 通話等の種類等 

国際通話等（ディ

ジタル通信モード

（64Kb/s）による

総合ディジタル通

信及びフレックス

プ ラ ン （ タ イ プ

Ⅱ）の適用を受け

る通話等を除きま

す。以下この表に

おいて同じとしま

す｡) 

一般自動通話等（バーネットサービスに係る擬似

内線ダイヤルサービスを利用して行われた自動通

話等及びオフネット自動通話等を除きます。以下

この表において同じとします｡)、クレジット自動

通話等、第三者課金自動通話等、第３種内線自動

通話等、バーネットサービスに係る擬似内線ダイ

ヤルサービスを利用して行われた自動通話等、オ

フネット自動通話等、外国から本邦に着する、当

社電話交換局の交換設備において通話等の請求の

受付を行うクレジット自動通話等、当社電話交換

局の交換設備において通話等の請求を行う外国間

のクレジット自動通話等及び当社がその料金月に

外国から通知を受けた外国から本邦に着するクレ

ジット自動通話等 

第１種海事衛星電

話通話等及び携帯

移動衛星電話通話

等並びに海事衛星

通信サービス契約

約款等に規定する

通話（ディジタル

通 信 モ ー ド

（64Kb/s）による

総合ディジタル通

信及びフレックス

プ ラ ン （ タ イ プ

Ⅱ）の適用を受け

る通話等を除きま

す｡)（以下この表

において「第１種

海 事 衛 星 電 話 通

話・通信等といい

ます｡) 

一般自動通話等、クレジット自動通話等及び第三

者課金自動通話等並びに海事衛星通信サービス契

約約款に規定するクレジット自動通話等及び携帯

移動衛星通信サービス契約約款に規定するクレジ

ット自動通話等 

(イ) 

月間合計額から割引を行う額 

（税抜額１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます｡) 

月間合計額 割引額 

税抜額 5,000 円以上 30,000 円未満

の場合 

月間合計額に 100 分の 25 を乗じて

得た額 
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税抜額 30,000 円以上 200,000 円未

満の場合 

月間合計額に 100 分の 28 を乗じて

得た額 

税抜額 200,000 円以上の場合 月間合計額に 100 分の 30 を乗じて

得た額 

イ  当社は、第２種一般電話等契約者（カテゴリⅢに係る第２種一般電

話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします｡)から

請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求

を承諾し、旧統合変動型選択料金制サービスを提供します。この場

合、第２種一般電話等契約者にはその契約者回線（カテゴリⅢに係る

第２種一般電話等契約に係るものに限ります。以下本表においてヒ及

び備考を除き、同じとします｡)１回線を、旧統合変動型選択料金制サ

ービスの契約に係る回線（以下本表において「旧統合変動型選択料金

制サービスに係る契約者回線」といいます｡)として指定していただき

ます。 

○ その請求をした第２種一般電話等契約者が、電話サービス等に係

る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

○ 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。 

ウ  イの規定により当社から旧統合変動型選択料金制サービスの利用を

承諾された第２種一般電話等契約者（以下「旧統合変動型選択料金制

サービス利用者」といいます｡)は、旧統合変動型選択料金制サービス

に係る契約者回線につき、異なる種類の選択料金制サービス（ 当社

が別に定める選択料金制サービスを除きます。以下本表において同じ

とします｡)を重複して利用することはできません。 

エ 第 78 条の規定により契約者回線、他社接続回線又はアクセス回線を

使用できない場合は、当該契約者回線、他社接続回線又はアクセス回

線から旧統合変動型選択料金制サービスを利用することはできませ

ん。 

オ 第 69 条の規定により旧統合変動型選択料金制サービス利用者に係る

電話サービス等の利用を停止されたときは、旧統合変動型選択料金制

サービスの利用を廃止したものとみなすことがあります。 

カ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、旧統合変動型選択料金

制サービスに係る契約者回線につき、第 30 条の規定その他の規定によ

り第２種一般電話等契約が解除（その解除が、当該契約者回線に係る

電話等契約者（カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約者に限りま

す｡)からのカテゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約の申込みを承諾

したことに伴う場合を除きます｡)されることによって、旧統合変動型

選択料金制サービスの利用が廃止されることとなる場合、若しくはケ

で規定する旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線が廃止さ

れることとなる場合は、あらかじめ、その旨を当社に通知してくださ

い。 

キ 当社は、カの場合において、ケで規定する旧統合変動型選択料金制

サービスに係る登録回線が廃止されたにもかかわらず、カに規定する

通知がなされないときは、旧統合変動型選択料金制サービスに係る登

録回線であった契約者回線から発信された通話等を、旧統合変動型選

択料金制サービスに係る通話等とみなして取り扱うことがあります。

この場合において、その通知がなされるまでの旧統合変動型選択料金
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制サービスの利用に係る通話等の通話等料金の支払い義務について

は、第 88 条第 1項及び第 2項の規定を準用します。 

ク 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、旧統合変動型選択料金

制サービスに係る契約者回線につき、選択料金制サービスの利用を廃

止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してくださ

い。 

ケ 適用の対象となる一般自動通話等は、次の契約者回線又は移動体契

約回線（以下本表において総じて「登録回線」といいます｡)から発信

されたものに限ります。 

(イ) 甲種登録回線 

  旧統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線並びに旧統合

変動型選択料金制サービス利用者名義のものであって、その旧統合

変動型選択料金制サービス利用者があらかじめ指定した契約者回線

及びカテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契約に係る移動体契約

回線 

(ロ) 乙種登録回線 

  旧統合変動型選択料金制サービス利用者と相互に業務上密接な関

係にあることについて当社が別に定める基準に適合する第２種一般

電話等契約者及びカテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契約者で

あって、サによりその旧統合変動型選択料金制サービス利用者と共

同して旧統合変動型選択料金制サービスを利用することについて当

社の承諾を受けた方の、シによりその旧統合変動型選択料金制サー

ビス利用者があらかじめ指定した契約者回線又はカテゴリーⅢに係

る特定第１種一般電話契約に係る移動体契約回線 

コ 適用の対象となる第３種内線自動通話等、バーネットサービスに係

る擬似内線ダイヤルサービスを利用して行われた自動通話等及びオフ

ネット自動通話等（以下本表において「第３種内線自動通話・通信

等」といいます｡)は、次の契約者回線又は移動体契約回線（以下本表

において総じて「登録内線回線」といいます｡)から発信され、かつ、

その登録内線回線の電話等契約者が提供を受けているバーネットサー

ビスに係るものに限ります。 

(イ) 甲種登録内線回線 

  旧統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線がバーネット

代表者に係る回線である場合において、その旧統合変動型選択料金

制サービス利用者があらかじめ指定した、そのバーネットサービス

に係る閉域集団を構成する契約者回線又は移動体契約回線 

(ロ) 乙種登録内線回線 

  旧統合変動型選択料金制サービス利用者と相互に業務上密接な関

係にあることについて当社が別に定める基準に適合するバーネット

代表者であって、サによりその旧統合変動型選択料金制サービス利

用者と共同して統合変動型選択料金制サービスを利用することにつ

いて当社の承諾を受けた方の、シによりその旧統合変動型選択料金

制サービス利用者があらかじめ指定した、バーネットサービスに係

る閉域集団を構成する契約者回線又は移動体契約回線 

サ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者と共同して旧統合変動型選

択料金制サービスを利用しようとする方（以下このサにおいて「請求

者」といいます｡)は、その旨をその旧統合変動型選択料金制サービス
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利用者（以下このサにおいて単に「旧統合変動型選択料金制サービス

利用者」といいます｡)を通じて当社に請求してください。当社は次の

いずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。 

(イ) 請求者が電話サービス等に係る料金その他の債務の支払を怠

り、又は怠るおそれがあるとき 

(ロ) 請求者がその請求に係る契約者回線につき、重複して複数の選

択料金制サービス（当社が別に定める選択料金制サービスを除きま

す｡)を利用することとなるとき 

(ハ) 請求者の通話等料金の明細情報が、旧統合変動型選択料金制サ

ービス利用者に通知されることについて、請求者が承諾しないとき 

(ニ) その請求を承諾することにより当社の業務の遂行上又は技術上

著しい支障があるとき 

シ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、乙種登録回線及び乙種

登録内線回線の指定を行うときは、サの請求と同時に行ってくださ

い。 

ス 当社は、旧統合変動型選択料金制サービス利用者と共同して旧統合

変動型選択料金制サービスを利用する方（以下「旧統合変動型選択料

金制サービス共同利用者」といいます｡)が、第 69 条の規定により旧統

合変動型選択料金制サービス共同利用者に係る電話サービス等の利用

が停止されたときは、サの承諾を取り消すことがあります。 

セ 適用の対象となる第３種料金着信払自動通話等は、登録回線に着す

るものに限ります。 

ソ 適用の対象となるクレジット自動通話等は、旧統合変動型選択料金

制サービス利用者並びにその旧統合変動型選択料金制サービス利用者

の登録回線の第２種一般電話等契約者（以下本表において「契約者

等」といいます｡)がその登録回線を課金先として、締結しているクレ

ジット電話等契約（カテゴリーⅢに係るものに限ります｡)又は当社が

別に定めるクレジットカードの利用に関する契約に係るものに限りま

す。 

タ 削除 

チ 適用の対象となる第三者課金自動通話等は、旧統合変動型選択料金

制サービス利用者の登録回線の契約者等がその登録回線を課金先とし

て、提供を受けている第三者課金サービスに係るものに限ります。 

ツ 旧統合変動型選択料金制サービスの利用の開始日は、その利用の請

求があった日を含む料金月の翌料金月の初日（当社が承諾するとき

は、その料金月における当社が指定する日）とし、利用の廃止日は、

その廃止の請求があった日を含む料金月の末日（オ及びカの規定によ

り、旧統合変動型選択料金制サービスの利用が廃止されることとなる

場合は、この限りではありません｡)とします。 

テ 当社は、旧統合変動型選択料金制サービスに係る一般自動通話等、

クレジット自動通話等、第３種料金着信払自動通話等及び第３種内線

自動通話・通信等の通話等料金（以下本表において「割引適用後通話

等料金」といいます｡)を旧統合変動型選択料金制サービス利用者に、

一括して請求します。この場合において、旧統合変動型選択料金制サ

ービス利用者は割引適用後通話等料金を一括して当社に支払ってくだ

さい。 

ト 当社は、テの一括請求の際に旧統合変動型選択料金制サービス共同
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利用者の通話等料金の明細情報を旧統合変動型選択料金制サービス利

用者に通知します。 

ナ 当社は、旧統合変動型選択料金制サービス利用者が割引適用後通話

等料金を当社に一括して支払わないときは、その旧統合変動型選択料

金制サービスの利用を廃止します。この場合において、当社は第 88 条

第１項及び第２項の規定に従い、その旧統合変動型選択料金制サービ

スに係る通話等の通話等料金を、その通話等料金の支払義務者に請求

します。 

ニ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、旧統合変動型選択料金

制サービスに係る登録回線及び登録内線回線の登録の追加、抹消及び

変更を請求しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知し

てください。 

ヌ 旧統合変動型選択料金制サービス共同利用者は、その方に係る登録

回線の登録の抹消を請求しようとするときは、あらかじめ、旧統合変

動型選択料金制サービス利用者を通じて、その旨を当社に通知してく

ださい。 

ネ ニ及びヌの場合当社は、その通知日を含む料金月の翌料金月からそ

の追加、抹消及び変更を適用します。 

ノ 当社は、旧統合変動型選択料金制サービス利用者及び旧統合変動型

選択料金制サービス共同利用者が旧統合変動型選択料金制サービスを

当社が別に定める一定期間利用しなかった場合には、旧統合変動型選

択料金サービス利用者の承諾をもって、この旧統合変動型選択料金制

サービスの利用を廃止します。 

ハ 当社は、第 88 条第３項に規定する場合においては、同条同項の規定

により算定する額の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制サ

ービスの適用を受けていたときは、その選択料金制サービスの適用が

なかったものとみなします。 

ヒ 旧統合変動型選択料金制サービスの利用を承諾された契約者から、

その契約者回線について、異なる種類の選択料金制サービスの取扱い

の請求があったときは、次のとおりとします。 

(ア) その契約者回線が旧統合変動型選択料金制サービスに係る契約

者回線である場合 

  旧統合変動型選択料金制サービスの利用を廃止したものとしま

す。 

(イ) その契約者回線が旧統合変動型選択料金制サービスに係る契約

者回線以外の登録回線又は登録内線回線である場合 

その契約者回線に係る登録の抹消を行ったものとします。 

備考 

１ 旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線を、他の旧統合変動型選択料金制サ

ービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 

２  旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線を、異なる種類の選択料金制サービ

スに係る登録回線として重複して登録することはできません。 

３  旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線において、異なる種類の選択料金制

サービスを重複して利用することはできません。 

４ 第３種内線自動通話等を適用の対象とする選択料金制サービスに係る契約者回線を、

そのバーネット代表者である旧統合変動型選択料金制サービス利用者又はそのバーネッ
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ト代表者と相互に業務上密接な関係にある旧統合変動型選択料金制サービス利用者が旧

統合変動型選択料金制サービスの登録内線回線とした場合、その契約者回線から発信さ

れる第３種内線自動通話・通信等については、旧統合変動型選択料金制サービスを適用

します。 

３ この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正料金表実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い

については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前の通りとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年８月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年８月２８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年１０月１日から実施します。 

 ただし、料金表第２（通話等料金）に定めるインマルサットＦ型に関する部分は、平成１

４年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前の通りとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前の通りとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１０月２５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１１月１日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定するＶネットパッ

クは、こ の改正規定による改正後の約款に規定するＶネットパック１とみなします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年１２月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ セイシェル共和国及びディエゴ・ガルシア宛ての非自動通話等（番号通話等に限りま

す｡)並び  にセイシェル共和国及びディエゴ・ガルシアから本邦に着する、当社が発行す

るクレジットカード  によるクレジットカード・コール（当社電話交換局の交換取扱者に

直接請求する通話を除きます。  ）に係る通話等料金については、平成１４年１２月１６

日からセイシェル共和国及びディエゴ・ガ ルシア宛ての一般自動通話等（Ｖネットサー

ビスに係る通話等、バーネットサービスに係る通話等 及びＩＰ通話等を除きます｡)、特

定携帯国際自動通話、特定プリペイド自動通話及び特定ローミ ングによる国際通話の取

扱いを開始するまでの間、自動通話等の通話等料金を適用します。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１２月２０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１月２日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１月１７日から実施します。 
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  ただし、この改正規定中、第３種月間合計額に関する規定については、平成１５年２月

１日から 適用を開始します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１月３１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年２月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年３月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年３月１２日から実施します。 

 

附則 
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（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年３月１７日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年３月２６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年４月１１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年４月３０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年５月２６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月１日から実施します。 

  ただし、タイ王国に係る国際ローミング着信自動通話については平成１５年８月８日、

台湾に係 る国際ローミング着信自動通話については当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 1５年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月１日から実施します。 

 （平成１４年６月１日付附則の改定） 

２ 平成１４年６月１日付附則の第２項中「区域内通話等、フリーコールサービスⅡに係る

特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等」とあるのは、「区

域内通話等、第２種移動体着信通話等若しくは第３種移動体着信通話等、フリーコールサ

ービスⅡに係る特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等」に

改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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 この改正規定は、平成１５年９月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正料金表は、平成１５年９月１8日から実施します。 

 （ＫＤＤＩ渉第 596 号附則の改正） 

２ ＫＤＤＩ渉第 596 号（平成 15 年 7 月 24 日付）に係る附則の第 1 項中「当社が別に定め

る日」を「平  成１５年９月１８日」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１０月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１０月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１０月２８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１１月１５日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１１月１９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１２月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成１５年１２月１９日から平成１６年４月１日までの間に取扱いを開始したモバイル

国際プランについては、その取扱いを開始した日（以下「取扱開始日」といいます｡)に応

じて定まる下表の料金月に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第 56 表（全時間

帯における移動体契約回線からの通話への特定料金表の適用）の適用に係る通話等料金を

料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、当該月間累積通話等料金の額の

うち、1,000 円までの部分に１を乗じて得た額を割引く取扱いを行います。ただし、この

取扱いは１の移動体契約回線につき、１回に限ります。 

区分 割引く取扱いを行う料金月 

取扱開始日が平成１５年１２月１９日から

平成１６年１月１日までの間の場合 

平成１６年１月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年１月２日から平成

１６年２月１日までの間の場合 

平成１６年２月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年２月２日から平成

１６年３月１日までの間の場合 

平成１６年３月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年３月２日から平成

１６年４月１日までの間の場合 

平成１６年４月１日を起算日とする料金月 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１６年２月１２日から実施します。 

 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この附則は、平成１６年４月２日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成１６年４月２日から平成１６年７月１日までの間に取扱いを開始したモバイル国際

プランについては、その取扱いを開始した日（以下「取扱開始日」といいます｡)に応じて

定まる下表の料金月に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第 56 表（全時間帯に

おける移動体契約回線からの通話への特定料金表の適用）の適用に係る通話等料金を料金

月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、当該月間累積通話等料金の額のうち、

1,000 円までの部分に１を乗じて得た額を割引く取扱いを行います。ただし、この取扱い

（KDDI 渉第 713 号(平成 15 年 12 月 5 日)の改正料金表による取扱いを含みます｡)は１の移

動体契約回線につき、１回に限ります。 

区分 割引く取扱いを行う料金月 

取扱開始日が平成１６年４月２日から平成

１６年５月１日までの間の場合 

平成１６年５月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年５月２日から平成

１６年６月１日までの間の場合 

平成１６年６月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年６月２日から平成

１６年７月１日までの間の場合 

平成１６年７月１日を起算日とする料金月 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年４月１２日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正附則は、平成１６年４月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ 毎暦日の１６日又は２３日を起算日とする料金月に従って計算する電話等契約のうち、

平成１６ 年６月１日より毎暦日の１日を起算日とする料金月に変更するものについては、

次表の区分に従い 、同表に定める期間に従って計算します。 

区分 割引く取扱いを行う料金月 

１ 毎暦日の１６日を起算日とする料金月

に従って計算する電話等契約の場合 

平成１６年４月１６日から平成１６年５月

３１日までの期間 

２ 毎暦日の２３日を起算日とする料金月

に従って計算する電話等契約の場合 

平成１６年４月２３日から平成１６年５月

３１日までの期間 

３ 前項の場合、定額料金を要する選択料金サービスの適用については、同項で定める計算

期間を１料金月とみなして取り扱います。 

４ 第２項で定める計算期間における料金表の料金表別表５（選択料金制サービス）の第 50

表（一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等時間に係る定額料金の適用）の

取扱いについては、同表で定める基準時間に代えて、次表に規定する基準時間を適用しま

す。 

区分 基準時間 

毎暦日の１６日を起算日とする料金月に従

って計算する電話等契約の場合 

料金表別表５（選択料金制サービス）の第

50 表（一定の回線群に係る全時間帯におけ

る月 間累積通話等時間に係る定額料金の適

用）で定める基準時間に 1.5 を乗じて得た

時間 

毎暦日の２３日を起算日とする料金月に従

って計算する電話等契約の場合 

料金表別表５（選択料金制サービス）の第

50 表（一定の回線群に係る全時間帯におけ

る月 間累積通話等時間に係る定額料金の適

用）で定める基準時間に 1.3 を乗じて得た

時間 

５ 第２項で定める計算期間における料金表の第３（付加機能使用料）の１（適用）の表の

(２)欄 （優先接続に係るフリーコールサービスに係る料金額の適用）の取扱いについて

は、同欄で定める 減額金額に代えて、減額金額を２００円（付加機能使用料の額が２０

０円に満たない場合は、その 付加機能使用料の額）とします。 

６ この改正附則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

７ この改正附則実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年４月１７日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年５月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月２５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この附則は、平成１６年７月２日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成１６年７月２日から平成１６年９月１日までの間に取扱いを開始したモバイル国際

プランに ついては、その取扱いを開始した日（以下「取扱開始日」といいます｡)に応じ

て定まる下表の料 金月に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第 60 表（全時間

帯における移動体契約回線   からの通話への特定料金表の適用）の適用に係る通話等料金

を料金月単位に累積し、その月間累積  通話等料金の額から、当該月間累積通話等料金の

額のうち、1,000 円までの部分に１を乗じて得た  額を割引く取扱いを行います。ただし、

この取扱い（平成 15 年 12 月 19 日から平成 16 年 7 月 1 日  までに行われた同様の取扱い

を含みます）は１の移動体契約回線につき、１回に限ります。 

区分 割引く取扱いを行う料金月 

取扱開始日が平成１６年７月２日から平成

１６年８月１日までの間の場合 

平成１６年８月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年８月２日から平成

１６年９月１日までの間の場合 

平成１６年９月１日を起算日とする料金月 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年７月３日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年７月８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１０月２２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１２月１５日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１２月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年２月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年２月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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１ この改正規定は、平成１７年３月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年３月７日から実施します。 

（経過措置） 

２ 本附則実施より平成１７年９月３０日までに特定選択料金制サービスⅣの申込をし、そ

の承諾を受けたときは、特定選択料金制サービスⅣ適用を受ける１の回線につき、第６２

表アの(２)最低利用料で定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していな

い場合でも、最低利用料の支払いを要しません。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年３月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年４月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める

優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につ

いて、本附則実施より平成１７年９月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サ

ービス（タイプ 4）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択

料金制サービス（タイプ 4）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２)最低利用

料で定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利

用料の支払いを要しません。また、上記記載の優先接続の取扱いにおいて、市内通話、県

内市外通話、県間市外通話及び国際通話の通話等区分のうちいずれか１以上の区分につい

て当社事業者識別番号を指定した場合について、本附則実施より平成１７年９月３０日ま

でに特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ 4）の申込をし、その承諾を受

けたときは、平成１７年９月３０日までの通話料金につき、最低利用料の支払いを要しま

せん。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１７年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年７月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年７月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１０月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める

優先接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につ

いて、本附則実施より平成１８年３月３１日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サ

ービス（タイプ 4）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択

料金制サービス（タイプ 4）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２)最低利用

料で定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利

用料の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１０月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１１月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１月１８日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年２月６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年３月８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成１８年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ４）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択料

金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２)最低利用料

で定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利用

料の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

  

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から実施します。 

 （提供終了） 

２ 「旧国内国際統合第１種選択料金制サービス」及び「旧国内国際統合第２種選択料金制

サービス」の提供を終了します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先
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接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成１８年１２月３１日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サ

ービス（タイプ４）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択

料金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２)最低利用

料で定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利

用料の支払いを要しません。なお、平成１８年７月１日から平成１８年１２月３１日まで

の間に申込みがあった特定選択料金制サービスⅣには、第６２表アの(２)－１条件のア、

イおよびウを適用しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１０月１３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１１月１日から実施します。 



 449

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１１月１４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１１月１７日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１９年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成１９年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ４）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択料

金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２)最低利用料

で定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利用

料の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１９年２月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１９年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成１９年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成２０年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ４）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択料

金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２)最低利用料

で定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利用

料の支払いを要しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附  則 

（実施時期） 

１ この改正規定は平成 19 年 11 月 13 日より実施します。ただし、料金表別表５ 第 63 表 

特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ 5）に係る改正規定は、平成 20 年 2

月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成２０年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ 5）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択料

金制サービス（タイプ 5）の適用を受ける１の回線につき、第 63 表イの(２)最低利用料で

定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利用料
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の支払いを要しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は平成 19 年 11 月 14 日より実施します。ただし、料金表別表５ 第 63 表 

特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ 5）に係る改正規定は、平成 20 年 2

月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成２０年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ 5）の申込をし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択料

金制サービス（タイプ 5）の適用を受ける１の回線につき、第 63 表イの(２)最低利用料で

定める最低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、最低利用料

の支払いを要しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年２月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年３月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２０年６月１６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２０年７月１日から実施します。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年８月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規則実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２０年９月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年１０月２２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正料金表に係る改正前の約款により取り扱っている

「全時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の時間帯及び

割引の適用（タイプⅡ）」、「国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ」、及び「全時

間帯における確定電話番号等への国際通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用」の

取扱いは、次のとおりとします。 

全時間帯にお

ける確定単位

料金区域への

通話等に係る

月間累積通話

等料金の時間

帯及び割引の

適用（タイプ

Ⅱ） 

（商品名：だ

ん ぜ ん 昼 割

２） 

ア 当社は、一般第１種電話等契約者（カテゴリーⅠに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て、通常電話サービス等（カテゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約

に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとし

ます｡)の提供を受けている者又は特定第１種一般電話契約者（カテゴ

リーⅢに係る特定第１種一般電話契約に係る特定第１種一般電話契約

者に限ります。以下この表において同じとします｡)から請求があった

ときは、通常電話サービス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービ

スの提供を受けている契約者回線を除きます｡)又は１の移動体契約回

線（カテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契約に係るものに限りま

す。以下この表において同じとします｡)ごとに、下表の定額料金の支

払いがあることを条件に、全ての時間帯における下表の割引対象通話

等の通話等料金（２（料金額）に規定する通話等料金とし、第１種国

内通話等においては、平日昼間に係る通話等料金を、夜間・休日に係
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る通話等料金とみなします。以下この表において同じとします｡)を料

金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額（区域内通話等、特

定契約者回線以外の契約者回線への第２種移動体着信通話等及び第 44

表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等に係る月間累積通話

等料金の額を含むものとし、他の選択料金制サービス（当社が別に定

めるものに限ります｡)の適用による場合は、適用した後の額としま

す｡)が税抜額 1,000 円以上の場合には、その月間累積通話等料金の額

から、その月間累積通話等料金の額（第１種国内通話等に係る月間累

積通話等料金の額においては、上位 10 順位までの確定単位料金区域

（１の契約者回線に係る第１種国内通話等の通話等料金を、その第１

種国内通話等の着信した単位料金区域（以下「着信単位料金区域」と

いいます｡)ごとに料金月単位に累積し、その着信単位料金区域ごとの

月間累積通話等料金の額が大きい順（その着信単位料金区域ごとの月

間累積通話等料金の額が同じ場合は、当社が指定した順）の着信単位

料金区域をいいます。以下同じとします｡)への通話等に係る月間累積

通話等料金の額に限ります。以下このアにおいて「判定額」といいま

す｡)に 25.0％（但し、下表の割引対象通話等のうち、第２種移動体着

信通話等に係る月間累積通話等料金の額に適用する割引率については

判定額にかかわらず、5%とします｡)を乗じて得た額を割り引く取扱い

（以下「スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）」といいます｡)

を行います。 

    ただし、その契約者回線（移動体契約回線を含みます。以下この表

において同じとします｡)について、他の選択料金制サービス（当社が

別に定めるものに限ります｡)の取扱いを受けているときは、スーパー

セレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けることはできませ

ん。 

（注） 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパック、

旧マンスリープラン、旧フレックスプラン、旧セレクトプラン、旧ス

ーパーアカウントプラン、スーパーアカウントプラン、旧スーパーセ

レクトプラン、旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通話を適用

対象とする選択料金制サービス（第 15 表に規定するＹプランを除きま

す｡) 

(ア) 定額料金 

区分 定額料金の額 

（１契約者回線ごとに月額） 

スーパーセレクト

プランプラス（タ

イプⅡ） 

税抜額 200 円

(イ) 割引対象通話等 

区分 割引対象通話等 

第１種国内通話等 区域内通話等、フリーコールサービスに係る通話

等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を

受ける通話等を除く通話等 

第２種移動体着信

通話等 

特定契約者回線に着信する通話等 

国際通話等（ディ 一般自動通話等（バーネットサービスに係る擬似
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ジタル通信モード

（64Kb/s）による

総合ディジタル通

信を除きます。以

下本表において同

じとします｡) 

内線ダイヤルサービスを利用して行われた自動通

話等及びオフネット自動通話等を除きます｡)及び

クレジット自動通話等（別に定めるものに限りま

す｡)  

海事衛星電話通話

等及び携帯移動衛

星電話通話等（デ

ィジタル通信モー

ド（64Kb/s）によ

る総合ディジタル

通信を除きます｡) 

一般自動通話等及びクレジット自動通話等並びに

海事衛星通信サービス契約約款に規定するクレジ

ット自動通話及び携帯移動衛星通信サービス契約

約款に規定するクレジット自動通話 

(注１) 当社が別に定めるクレジット自動通話等（国際通話等に係る

ものに限ります｡)は、本邦から発信されるもの、外国から本邦

に着する、当社電話交換局の交換設備において通話等の請求の

受付を行うもの又は当社電話交換局の交換設備において通話等

の請求の受付を行う外国間のものとします。 

(注２) クレジット自動通話等は、スーパーセレクトプランプラス

（タイプⅡ）に係る割引対象回線に係る電話等契約者がその割

引対象回線を課金先として、締結しているクレジット電話等契

約又は当社が別に定めるクレジットカードの利用に関する契約

に係るものに限ります。 

イ 当社は、１の料金月について、１のスーパーセレクトプランプラス

（タイプⅡ）に限り提供します。 

ウ スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いは、請求のあ

った日（請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス

等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった

日とみなして取り扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初日（電話

等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないとき

は、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日）から開

始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者からス

ーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いの終了の申し出が

ない限り、従前と同様の条件により、スーパーセレクトプランプラス

（タイプⅡ）の取扱いは継続するものとします。スーパーセレクトプ

ランプラス（タイプⅡ）の取扱いの終了の申し出があった場合は、そ

の申し出のあった日の属する料金月の末日までの間、スーパーセレク

トプランプラス（タイプⅡ）の取扱いは継続するものとします。 

エ 次の場合は、そのスーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取

扱いは終了したものとします。 

(ア) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

いる電話等契約者からの請求に基づいて、その第１種一般電話サー

ビス等の区別の変更又はその利用する契約者回線の変更を行ったと

き。 

(イ) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

いる電話等契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除し
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たとき。 

(ウ) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

いる電話等契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

いる電話等契約者について、当社がその電話等契約を解除したと

き。 

(オ) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

いる電話等契約者から、その契約者回線について、Ｓネットサービ

スの利用の請求があったとき。 

(カ) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

いる電話等契約者から、その契約者回線について、他の選択料金制

サービス（当社が別に定めるものに限ります｡)の取扱いの請求があ

ったとき。 

(注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリーパッ

ク、旧マンスリープラン、旧フレックスプラン、旧セレクプラン、

旧スーパーアカウントプラン、スーパーアカウントプラン、旧スー

パーセレクトプラン、旧スーパーセレクトプランプラス及び国際通

話を適用対象とする選択料金制サービス（第 15 表に規定するＹプ

ランを除きます｡)とします。 

(キ) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

いる電話等契約者について、最終利用日から連続する 12 料金月（料

金表通則に規定する料金月をいいます。以下この条において同じと

します｡)の各料金月のいずれにおいても、スーパーセレクトプラン

プラス（タイプⅡ）に係る通話等が行われなかったとき。 

(ク) セの取扱いを受けている契約者回線について、協定事業者の電

話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定

める優先接続の取扱いにおいて、市内通話を除く全ての通話等区分

について当社の事業者識別番号の指定が解除されたことを当社が確

認したとき（その電話等契約者から特に継続の要請があった場合を

除きます｡)。 

オ スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けている

電話等契約者は、１の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合

においても、そのスーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る

定額料金を支払っていただきます。 

      ただし、この約款において、特段の規定がある場合は、その規定

によるものとします。 

カ スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けている

電話等契約者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新た

な料金月については、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の

取扱いは行わないこととし、その料金月の翌料金月の初日から、従前

と同様の条件により、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の

取扱いを行うものとします。 

    ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取

扱いを行うものとします。 

キ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで
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きなかったときは、その料金月以降については、スーパーセレクトプ

ランプラス（タイプⅡ）の取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は

(イ)の事由が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前

と同様の条件により、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の

取扱いを行うものとします。 

    ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、スーパー

セレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを行うものとします。 

(ア) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けてい

る電話等契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時

中断を行ったとき。 

  (イ) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けて

電話等契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をした

とき。 

ク スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けている

電話等契約者の責めによらない理由により、電話サービス等が全く利

用できない状態（当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通

話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな

る場合を含みます｡)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以

降の料金月に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そ

のことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月（１料金月

の倍数である部分に限ります｡)に対応する定額料金の支払いは要しな

いこととします。 

ケ スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けている

電話等契約者（特定第１種一般電話契約者を除きます。以下この表に

おいて同じとします｡)であって、総合オープン通信網サービス（総合

オープン通信網サービス契約約款に規定する総合オープン通信網サー

ビスであって、当社が別に定めるものに限ります。以下同じとしま

す｡)の提供を受けている者から請求があり、スーパーセレクトプラン

プラス（タイプⅡ）に係る通話等料金と総合オープン通信網サービス

に係る基本料金との料金月単位での一括請求の取扱いを行っている場

合において、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る電話

等契約の契約名義と総合オープン通信網サービスに係る契約の契約名

義が同一のときは、アの規定にかかわらず、スーパーセレクトプラン

プラス（タイプⅡ）に係る定額料金の支払いは要しないこととしま

す。 

ただし、その料金月において、総合オープン通信網サービスに係る

基本利用料が税抜額０円のときは、スーパーセレクトプランプラス

（タイプⅡ）に係る定額料金の支払いを要することとします。 

コ 次の場合は、ケの取扱いは終了したものとします。 

 (ア) ケに係る総合オープン通信網サービスに係る契約の解除があった

とき。 

 (イ) ケに係る電話等契約者の電話等契約の契約名義と総合オープン通

信網サービスに係る契約の契約名義が異なることとなったとき。 

サ スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けている

電話等契約者であって、当社が別に定める携帯電話事業者又はＰＨＳ
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事業者（以下「特定移動体事業者」といいます｡)の契約者から請求が

あり、次の各号に該当する場合は、ア又はケのただし書の規定にかか

わらず、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る定額料金

の支払いは要しないこととします。 

(ア) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る電話等契約

者と特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約者が同一（当

社が別に定める場合を含みます。以下スにおいて同じとします｡)で

あるとき。 

(イ) その請求が、１の特定移動体事業者に係る契約につき１のスー

パーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る契約者回線に係る請

求であるとき。 

シ サの場合において、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に

係る電話等契約者の契約名義と特定移動体事業者の電気通信サービス

に係る契約の契約名義が異なるときは、スーパーセレクトプランプラ

ス（タイプⅡ）に係る電話等契約者は、当社がスーパーセレクトプラ

ンプラス（タイプⅡ）の取り扱いを行うにあたり、必要な範囲で特定

移動体事業者の契約者に係る情報の通知を受けることに関するその特

定移動体事業者の契約者の同意書等を提出していただきます。 

ス 次の場合は、サの取扱いは終了したものとみなします。 

(ア) サに係る特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約の解

除があったとき。 

(イ) サに係る電話等契約者の電話等契約の名義と特定移動体事業者

の電気通信サービスに係る契約の契約名義が同一でなくなったと

き。 

セ スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けている

契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款又は総合デ

ィジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、

電話会社固定の区分により、次の各号のいずれかの通話等区分（以下

この表において「優先接続対象区分」といいます｡)について当社の事

業者識別番号を指定しているときは、ア又はケのただし書の規定にか

かわらず、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る定額料

金の支払いは要しないこととします。 

(ア) 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国際通話を指定し

とき。 

(イ) 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話を指定したとき。 

(ウ) 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話を指定したとき。 

(エ) 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国際通信を指定し

たとき。 

(オ) 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信を指定したとき。 

(カ) 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信を指定したとき。 

ソ セの取扱いは、優先接続対象区分について当社の事業者識別番号を

登録する旨の申込が行われたことを当社が確認した日（以下この表に

おいて「申込確認日」といいます｡)の属する料金月の翌料金月の初日

（申込確認日の属する料金月の翌料金月の初日にスーパーセレクトプ

ランプラス（タイプⅡ）の提供が開始されていない場合は、スーパー

セレクトプランプラス（タイプⅡ）の提供開始日）から適用します。 

    ただし、申込確認日から相当期間経過後において、優先接続対象区
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分について当社の事業者識別番号が登録されていないときは、セの取

扱いは終了したものとします。 

タ 当社は、優先接続対象区分について、当社の事業者識別番号の登録

が解除されたことが確認できたときは、その確認ができた日の属する

料金月の翌料金月の末日において、セの取扱いは終了したものとしま

す。 

チ ケ、サ及びセに係るその他の取扱いは、スーパーセレクトプランプ

ラス（タイプⅡ）の取扱い（ウ又はカの取扱いに限ります｡)に準じる

ものとします。 

ツ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている

ときは、その料金を返還します。 

(注１) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る定額料金に

ついては、日割は行いません。 

(注２) スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）に係る月間累積通

話等料金の額に一定の割引率を乗じて得た額に税抜額１円未満の

端数が生じた場合は、料金表通則の規定にかかわらず、その端数

は切り上げます。 

テ スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受けている

電話等契約者について、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契

約が解除になったこと又はその電話番号等が変更になったことを知っ

たときは、スーパーセレクトプランプラス（タイプⅡ）の取扱いを受

けている電話等契約者からその契約者回線に係るスーパーセレクトプ

ランプラス（タイプⅡ）を終了する通知があったものとして取扱いま

す。 

国内国際統合

第１種選択料

金制サービス

Ⅱ 

（商品名：Ｋ

ＤＤＩかけど

くパック２） 

ア 「国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ」とは、次の(ア)に掲

げる通話等の通話等料金について、本表に掲げる通話等料金を適用し

た上で、その通話等料金の合計額（１料金月の初日（利用を開始した

月においては、利用開始日とします｡)から末日までに利用のあった通

話等の通話等料金の合計額とします。以下本表において同じとしま

す｡)並びに次の(イ)及び(ウ)に掲げる通話等の通話等料金の合計額

（他の選択料金制サービス（当社が別に定めるものに限ります｡)の適

用による場合は、適用した後の額とします｡)の総合計額（以下「統合

割引対象額」といいます｡)が税抜額 300 円以上である場合に、その統

合割引対象額について、本表に定める額の割引を適用するサービスを

いいます。 

ただし、特定契約者回線に着信する第２種移動体着信通話等に係る

統合割引対象額については、統合割引対象額にかかわらず、本表に定

める額の割引を適用します。 

(ア) 国際通話等（ディジタル通信モード（64Kb/s）による総合ディ

ジタル通信を除きます。以下本表において同じとします｡)におけ

る、一般自動通話等（バーネットサービスに係る擬似内線ダイヤル

サービスを利用して行われた自動通話等及びオフネット自動通話等

を除きます。以下本表において同じとします｡)及びクレジット自動

通話等（別に定めるものに限ります｡)  

(注１) 当社が別に定めるクレジット自動通話等は、本邦から発信さ

れるもの、及び外国から本邦に着する、当社電話交換局の交換設備
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において通話等の請求の受付を行うものとします。 

 (イ) 第１種国内通話等（Ｖネットサービスに係る通話等、スピード

ナンバーによる通話等及びフリーコールサービスに係る通話等を除

きます。以下本表において同じとします｡)、海事衛星電話通話等及

び携帯移動衛星電話通話等（ディジタル通信モード（64Kb/s）によ

る総合ディジタル通信を除きます。以下本表において同じとしま

す｡)における、一般自動通話等、クレジット自動通話等、海事衛星

通信サービス契約約款に規定するクレジット自動通話及び携帯移動

衛星通信サービス契約約款に規定するクレジット自動通話並びに当

社電話交換局の交換設備において通話等の請求の受付を行う外国間

のクレジット自動通話等 

(ウ) 第２種携帯着信通話等 

(エ) 適用対象時間帯 

区分 曜日等 時間帯 

適用対象時間帯Ⅰ 

（本邦の暦によりま

す｡) 

月曜～金曜 

 （祝日を除きます｡) 

午前０時から午前８時

まで 

午後７時から翌日の午

前０時まで 

土曜、日曜及び祝日 終日 

適用対象時間帯Ⅱ 

 （本邦の暦によりま

す｡) 

適用対象時間帯Ⅰ以外とします。 

イ 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅠに係る第１種一般

電話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします｡)又

は特定第１種一般電話契約者（カテゴリーⅢに係る特定第１種一般電

話契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします｡)から請

求があったときは、その請求を承諾し、国内国際統合第１種選択料金

制サービスⅡを提供します。 

    ただし、次のいずれかに該当する場合は、その請求を承諾しないこ

とがあります。 

○ その請求をした第１種一般電話等契約者又は特定第１種一般電話

契約者が、電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを怠

り、又は怠るおそれがあるとき。 

○ 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。 

ウ 第１種一般電話等契約者又は特定第１種一般電話契約者は、あらか

じめ指定した１の契約者回線（移動体契約回線を含み、カテゴリーⅠ

に係る第１種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第１種一般

電話契約に係るものであって、その第１種一般電話等契約者又は特定

第１種一般電話契約者の本人名義のものに限ります。以下本表におい

てクを除き、同じとします｡)ごとに１の国内国際統合第１種選択料金

制サービスⅡを利用することができます。 

エ ウの規定により当社から国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ

の利用を承諾された第１種一般電話等契約者又は特定第１種一般電話

契約者（以下「国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ利用者」と

いいます｡)は、国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡに係る契約

者回線につき、異なる種類の選択料金制サービス（Ｙプランを除きま
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す｡)を重複して利用することはできません。 

オ 第 78 条の規定により契約者回線を使用できない場合は、当該契約者

回線から国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡを利用することは

できません。 

カ オの場合において、当社はそのことを知ったときから国内国際統合

第１種選択料金制サービスⅡの利用を廃止したものとみなします。 

キ 当社は、第 69 条の規定により国内国際統合第１種選択料金制サービ

スⅡ利用者に係る電話サービス等の利用が停止されたときは、選択料

金制サービスの利用を廃止したものとみなします。 

ク 国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡの利用を承諾された契約

者から、その契約者回線について、異なる種類の選択料金制サービス

（当社が別に定める選択料金制サービスに限ります｡)の取扱いの請求

があったときは、国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡの利用を

廃止したものとします。 

ケ 国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ利用者は、選択料金制サ

ービスの利用を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社

に通知してください。 

コ 当社は、国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ利用者の国内国

際統合第１種選択料金制サービスⅡに係る契約者回線（以下「第１種

統合割引回線Ⅱ」といいます｡)に係る電話番号に変更があった場合に

は、国内国際統合第１種選択料 

  金制サービスⅡの利用を廃止します。 

サ 適用の対象となる一般自動通話等は、第１種統合割引回線Ⅱから発

信されたものに限ります。 

シ 削除 

ス 適用の対象となる、本邦から発信するクレジット自動通話等は、当

社が別に定めるクレジットカード（第１種統合割引回線Ⅱの電話番号

に課金されるものに限ります｡)によるものに限ります。 

セ 適用の対象となる、外国から本邦に着する、当社電話交換局の交換

設備において通話等の請求の受付を行うクレジット自動通話等は、ス

に規定するクレジットカードによるものに限ります。 

ソ 適用の対象となる、海事衛星通信サービス契約約款に規定するクレ

ジット自動通話及び携帯移動衛星通信サービス契約約款に規定するク

レジット自動通話は、スに規定するクレジットカードによるものに限

ります。 

タ 当社は、国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ利用者が国内国

際統合第１  種選択料金制サービスⅡを最終利用日から連続する 12

料金月（料金表通則に規定する料金月をいいます。以下この条におい

て同じとします｡)の各料金月のいずれにおいても、国内国際統合第１

種選択料金制サービスⅡに係る通話等を行わなかったとき、この国内

国際統合第１種選択料金制サービスⅡの利用を廃止します。 

チ 当社は、第 88 条第３項に規定する場合においては、同条同項の規定

により算定する額の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制サ

ービスの適用を受けていたときは、その選択料金制サービスの適用が

なかったものとみなします。 

ツ 当社は、国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ利用者からの通

知に基づいて、その第１種統合割引回線Ⅱに係る電話等契約を解除し
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たとき、国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡの取扱いを終了し

たものとします。 

テ 当社は、国内国際統合第１種選択料金制サービス利用者について、

当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になったこと又

はその電話番号等番号が変更になったことを知ったときは、国内国際

統合第１種選択料金制サービス利用者からその契約者回線に係る国内

国際統合第１種選択料金制サービスを終了する通知があったものとし

て取扱います。 

備考 国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡに係る国際通話等の通話等料金並びに統

合割引対象額から割引を行う額 

１ 適用対象時間帯Ⅰに開始された国際通話等の通話等料金 

(イ) 自動通話等の通話等料金 

    その通話等が行われる電気通信設備から、料金表第２（通話等料金）２（料金額）

における(１)のアの(ア)の③の(ａ)のⅰ、イの(ア)の③の(ａ)のⅰ、ウの(イ)の①の

(ａ)のⅰ、ウの(イ)の②の(ａ)のⅰ、エの(イ)の①若しくはオ（国際通話に係るもの

に限ります｡)又は料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(２)のアに掲げる地域区

分へ宛てる「深夜・早朝」時間帯の通話等料金と同額 

(ロ) 非自動通話等の通話等料金 

(ⅰ) 本邦発信の通話等の場合 

その通話等が行われる電気通信設備から、料金表第２（通話等料金）２（料金

額）における(１)のアの(ア)の③の(ａ)のⅱ、イの(ア)の③の(ａ)のⅱ、ウの(イ)

の①の(ａ)のⅱ、ウの(イ)の②の(ａ)のⅱ、エの(イ)の②若しくはオ（国際通話に

係るものに限ります｡)又は料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(２)のアに掲

げる地域区分へ宛てる通話等料金と同額 

(ⅱ) 外国から本邦に着する当社電話交換局の交換取扱者に直接請求する通話等の場

合 

その通話等が行われる電気通信設備から、料金表第２（通話等料金）２（料金

額）における(１)のアの(ア)の ③の(ａ)のⅱ、イの(ア)の③の(ａ)のⅱ、ウの(イ)

の①の(ａ)のⅱ、ウの(イ)の②の(ａ)のⅱ、エの(イ)の②若しくはオ（国際通話に

係るものに限ります｡)又は料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(２)のアに掲

げる地域区分へ宛てる通話等料金と同額 

２  適用対象時間帯Ⅱに開始された国際通話等の通話等料金 

(イ) 自動通話等の通話等料金 

   その通話等が行われる電気通信設備から、料金表第２（通話等料金）２（料金額）

における(１)のアの(ア)の③の(ａ)のⅰ、イの(ア)の③の(ａ)のⅰ、ウの(イ)の①の

(ａ)のⅰ、ウの(イ)の②の(ａ)のⅰ、エの(イ)の①若しくはオ（国際通話に係るもの

に限ります｡)又は料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(２)のアに掲げる地域区

分へ宛てる通話等料金と同額 

(ロ) 非自動通話等の通話等料金 

(ⅰ) 本邦発信の通話等の場合 

その通話等が行われる電気通信設備から、料金表第２（通話等料金）２（料金

額）における(１)のアの(ア)の③の(ａ)のⅱ、イの(ア)の③の(ａ)の ⅱ、ウの(イ)

の①の(ａ)のⅱ、ウの(イ)の②の(ａ)のⅱ、エの(イ)の②若しくはオ（国際通話に

係るものに限ります｡)又は料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(２)のアに掲

げる地域区分へ宛てる通話等料金と同額 

(ⅱ) 外国から本邦に着する当社電話交換局の交換取扱者に直接請求する通話等の場
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合 

その通話等が行われる電気通信設備から、料金表第２（通話等料金）２（料金

額）における(１)のアの(ア)の③の(ａ)のⅱ、イの(ア)の③の(ａ)のⅱ、ウの(イ)

の①の(ａ)のⅱ、ウの(イ)の②の(ａ)のⅱ、エの(イ)の②若しくはオ（国際通話に

係るものに限ります｡)又は料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(２)のアに掲

げる地域区分へ宛てる通話等料金と同額 

３ 統合割引対象額から割引を行う額 

統合割引対象額（区域内通話等、第２種移動体着信通話等、第 44 表に規定するワイド

プランの適用を受ける通話等、適用対象時間帯Ⅱに開始された国際通話等、海事衛星電

話通話等及び携帯移動衛星電話通話等に係る通話等料金を除きます｡)に 25.0％を乗じて

得た額（税抜額１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます｡)、統合割引対象

額（適用対象時間帯Ⅱに開始された国際通話等、海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星

電話通話等に係る通話等料金に限ります｡)に 10.0％を乗じて得た額（税抜額１円未満の

端数が生じたときは、これを切り上げます｡)の及び統合割引対象額（特定契約者回線に

着信する第２種移動体着信通話等に限ります｡)に 5.0%を乗じて得た額（税抜額１円未満

の端数が生じたときは、これを切り上げます｡)の合計額 

全時間帯にお

ける確定電話

番号等への国

際通話等に係

る月間累積通

話等料金の割

引の適用 

ア 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅠに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て通常電話サービス等（カテゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約に

係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとしま

す｡)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サービ

ス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提供を受けている契

約者回線を除きます｡)ごとに、協定事業者の電話サービス契約約款又

は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱にお

いて、電話会社固定の区分により、国際通話又は国際通信の区分（以

下この表において「優先接続対象区分」といいます｡)において当社の

事業者識別番号を指定していることを条件に、全ての時間帯における

下表の割引対象通話等の通話等料金（２（料金額）に規定する通話等

料金とします。以下この表において同じとします｡)を料金月単位に累

積し、その月間累積通話等料金の額から、その月間累積通話等料金の

額に下表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い（以下「スーパー

セレクトプランⅣ」といいます｡)を行います。 

     ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社

が別に定めるものに限ります｡)の取扱いを受けているときは、スーパ

ーセレクトプランⅣの取扱いを受けることはできません。 

 (注) 当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリープラ

ン、旧マンスリーパック、旧フレックスプラン、旧セレクトプラ

ン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、スーパー

アカウントプラン、旧スーパーセレクトプラン、旧スーパーセレク

トプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス

（Ｙプランを除きます｡)とします。 

(ア) 割引対象通話等 

区分 割引対象通話等 

国際通話等（ディ

ジタル通信モード

一般自動通話等（バーネットサービスに係る擬似

内線ダイヤルサービスを利用して行われた自動通
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（64Kb/s）による

総合ディジタル通

信を除きます。以

下本表において同

じとします｡) 

話等及びオフネット自動通話等を除きます｡)及び

クレジット自動通話等（別に定めるものに限りま

す｡)  

海事衛星電話通話

等及び携帯移動衛

星電話通話等（デ

ィジタル通信モー

ド（64Kb/s）によ

る総合ディジタル

通信を除きます｡) 

一般自動通話等及びクレジット自動通話等並びに

海事衛星通信サービス契約約款に規定するクレジ

ット自動通話及び携帯移動衛星通信サービス契約

約款に規定するクレジット自動通話 

(注１) 当社が別に定めるクレジット自動通話等（国際通話等に係る

ものに限ります｡)は、本邦から発信されるもの、外国から本邦に着

する、当社電話交換局の交換設備において通話等の請求の受付を行

うもの又は当社電話交換局の交換設備において通話等の請求の受付

を行う外国間のものとします。 

 (注２) クレジット自動通話等は、スーパーセレクトプランⅣに係る

割引対象回線に係る電話等契約者がその割引対象回線を課金先とし

て、締結しているクレジット電話等契約又は当社が別に定めるクレ

ジットカードの利用に関する契約に係るものに限ります。 

(イ) 割引率 

区分 割引率 

① 最上位の国際確定電話番号等に係る部分 45.0％ 

② 第２順位の国際確定電話番号等に係る部分 35.0％ 

③ ①及び②以外の部分 25.0％ 

イ 当社は、１の料金月について、１のスーパーセレクトプランⅣに限

り提供します。 

ウ スーパーセレクトプランⅣの取扱いは、請求のあった日（請求のあ

った日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始さ

れていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り

扱います｡)以降であって、優先接続対象区分において当社の事業者識

別番号を登録する旨の申込が行われたことを当社が確認した日（以下

この表において「申込確認日」といいます｡)の属する料金月の翌料金

月の初日（電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支

障がないときは、申込確認日の属する料金月の当社が指定する日）か

ら開始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者か

らスーパーセレクトプランⅣの取扱いの終了の申し出がない限り、従

前と同様の条件により、スーパーセレクトプランⅣの取扱いは継続す

るものとします。スーパーセレクトプランⅣの取扱いの終了の申し出

があった場合は、その申し出のあった日の属する料金月の末日までの

間、スーパーセレクトプランⅣの取扱いは継続するものとします。 

ただし、申込確認日から相当期間経過後において、優先接続対象区

分について当社の事業者識別番号が登録されていないときは、スーパ

ーセレクトプランⅣの取扱いは終了したものとします。 

エ 次の場合は、そのスーパーセレクトプランⅣの取扱いは終了したも
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のとします。 

(ア) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

からの請求に基づいて、その第１種一般電話サービス等の区別の変

更又はその利用する契約者回線等の変更を行ったとき。 

(イ) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 

(ウ) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

について、当社がその電話等契約を解除したとき。 

(オ) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

から、その契約者回線について、Ｓネットサービスの利用の請求が

あったとき。 

(カ) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

について、優先接続対象区分についての当社の事業者識別番号の登

録が解除されたことが確認できたとき。 

(キ) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社が

別に定めるものに限ります｡)の取扱いの請求があったとき。 

（注）当社が別に定める選択料金制サービスは、旧マンスリープラ

ン、旧マンスリーパック、旧フレックスプラン、旧セレクトプラ

ン、旧アカウントプラン、旧スーパーアカウントプラン、スーパー

アカウントプラン、旧スーパーセレクトプラン、旧スーパーセレク

トプランプラス及び国際通話を適用対象とする選択料金制サービス

（Ｙプランを除きます｡)とします。 

(ク) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

について、最終利用日から連続する 12 料金月（料金表通則に規定す

る料金月をいいます。以下この条において同じとします｡)の各料金

月のいずれにおいても、スーパーセレクトプランⅣに係る通話等が

行われなかったとき。 

オ スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者につ

いて、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月について

は、スーパーセレクトプランⅣの取扱いは行わないこととし、その料

金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、スーパーセレ

クトプランⅣの取扱いを行うものとします。 

     ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、スーパーセレクトプランⅣの取扱いを行うものと

します。 

カ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、スーパーセレクトプ

ランⅣの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消

した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件によ

り、スーパーセレクトプランⅣの取扱いを行うものとします。 

     ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、スーパー
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セレクトプランⅣの取扱いを行うものとします。 

(ア) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行った

とき。 

(イ) スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者

について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 

 （注）スーパーセレクトプランⅣに係る月間累積通話等料金の額に一

定の割引率を乗じて得た額に税抜額１円未満の端数が生じた場合

は、料金表通則の規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 

キ スーパーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者につ

いて、当社が、その契約者回線に係る加入電話等契約が解除になった

こと又はその電話番号等が変更になったことを知ったときは、スーパ

ーセレクトプランⅣの取扱いを受けている電話等契約者からその契約

者回線に係るスーパーセレクトプランⅣを終了する通知があったもの

として取扱います。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規則実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２１年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成２０年１０月２２日付附則第 2 項の改正料金表エに以下の規定を追加します。 

（ク） セの取扱いを受けている契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款

又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、市内通話
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を除く全ての通話等区分について当社の事業者識別番号の指定が解除されたことを当社が

確認したとき（その電話等契約者から特に継続の要請があった場合を除きます｡)。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年６月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年８月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２１年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年１１月９日から実施します。 

（経過措置） 

２ 当社は、次のいずれの条件も満たす場合、料金表別表第 64 表の特定選択料金制サービス

Ⅵの取扱いを開始した日の属する料金月に限り、特定選択料金制サービスⅥの取扱いの適

用に係る通話等料金を料金月単位に累積した額（以下、月間累積通話等料金といいます｡)

から、税抜額 800 円（税込額 840 円）を割引く取扱いを行います。 

ア 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める

優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合。 

イ 優先接続の取扱いにおいて、申込み取り次ぎを当社に請求した場合。 

ウ この改正規定実施の日から平成２２年５月３１日までに、特定選択料金制サービスⅥの

取扱いについての電話等契約者からの請求があったことを当社がサービス取扱所において

確認した場合。 
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３ ２の取扱いは、当該月間累積通話等料金が税抜額 800 円（税込額 840 円）に満たない場

合は、当該料金月を含め 6 ヵ月間に限り月間累積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税

込額 840 円）に達するまで同様の取扱いを行います。当該料金月を含め 6 ヶ月間に月額累

積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税込額 840 円）に達しなかった場合には、その時

点でこの取扱いを終了します。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２２年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年３月１４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年３月３１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年４月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年４月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年４月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 当社は、次のいずれの条件も満たす場合、料金表別表第 64 表の特定選択料金制サービス

Ⅵの取扱いを開始した日の属する料金月に限り、特定選択料金制サービスⅥの取扱いの適

用に係る通話等料金を料金月単位に累積した額（以下、月間累積通話等料金といいます｡)

から、税抜額 800 円（税込額 840 円）を割引く取扱いを行います。 

ア 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める

優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合。 

イ 優先接続の取扱いにおいて、申込み取り次ぎを当社に請求した場合。 
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ウ この改正規定実施の日から平成２２年９月３０日までに、特定選択料金制サービスⅥの

取扱いについての電話等契約者からの請求があったことを当社がサービス取扱所において

確認した場合。 

３ ２の取扱いは、当該月間累積通話等料金が税抜額 800 円（税込額 840 円）に満たない場

合は、当該料金月を含め 6 ヵ月間に限り月間累積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税

込額 840 円）に達するまで同様の取扱いを行います。当該料金月を含め 6 ヶ月間に月額累

積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税込額 840 円）に達しなかった場合には、その時

点でこの取扱いを終了します。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年７月１２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２２年７月１２日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２２年８月９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年８月３１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の日から平成２３年８月３１日までの間に、支払証明書の発行の請求

をし、その承諾を受けたときは、電話等契約者は、別記 15 の(5)の規定にかかわらず、そ

の請求に係る料金表第９（支払証明書の発行手数料）に規定する支払証明書発行手数料の

支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２３年１月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年２月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２３年３月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年３月３１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施の際現に取扱中のフレックスプラン(タイプⅡ)、スーパーアカウント

プラン、コンタクトプラン、アカウントＹプラン、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ、

特定統合変動型選択料金制サービス、特定料金選択料金制サービス、特定料金選択料金制

サービスⅡ、特定料金選択料金制サービスⅢ、コンタクトプランプラス（当社が別に定め

るそのコンタクトプランプラス回線群代表者に係るものに限ります。）及びフレックスプ
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ラン（タイプⅢ）に関する取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２３年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 （その他） 

４ 平成２３年４月１日の附則第２項について、ダイレクト電話サービスに係る規定を削除

等します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年１２月１３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年３月１日から実施します。 

 （その他） 

２ 平成２３年４月１日の附則第２項（３）のイの（ア）の①の(a)のⅰの(ⅲ)中「V ネット

サービスから、当社が提供する総合オープン通信網サービス契約約款に規定する音声通信

サービスⅠ、デジタルデータサービス契約約款に規定する音声通信サービス、イーサネッ

ト通信サービス契約約款に規定する音声通信サービス、光ダイレクト電話サービス、メタ

ルプラス電話サービス又はペーパーレスＦＡＸ等提供サービスに係る電気通信回線に着信

する通話等に係るもの」を「V ネットサービスから、当社が提供する総合オープン通信網

サービス契約約款に規定する音声通信サービスⅠ、デジタルデータサービス契約約款に規

定する音声通信サービス、イーサネット通信サービス契約約款に規定する音声通信サービ

ス、光ダイレクト電話サービス、イントラネットＩＰ電話サービス、メタルプラス電話サ

ービス、ペーパーレスＦＡＸ等提供サービス又はａｕひかりビジネスサービスに係る電気

通信回線に着信する通話等に係るもの」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２４年４月１０日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２４年４月１８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 



 475

１ この改正規定は、平成２４年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年７月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年８月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年８月２４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年９月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 24 年 9 月 21 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
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金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 （その他） 

４ 平成２３年４月１日の附則第２項（３）のイの（ア）の①の(a)のⅰの(ⅲ)中「V ネット

サービスから、当社が提供する総合オープン通信網サービス契約約款に規定する音声通信

サービスⅠ、デジタルデータサービス契約約款に規定する音声通信サービス、イーサネッ

ト通信サービス契約約款に規定する音声通信サービス、光ダイレクト電話サービス、イン

トラネットＩＰ電話サービス、メタルプラス電話サービス、ペーパーレスＦＡＸ等提供サ

ービス又はａｕひかりビジネスサービスに係る電気通信回線に着信する通話等に係るもの」

を「V ネットサービスから、当社が提供する総合オープン通信網サービス契約約款に規定

する音声通信サービスⅠ、光ダイレクト電話サービス、イントラネットＩＰ電話サービス、

メタルプラス電話サービス、ペーパーレスＦＡＸ等提供サービス又はａｕひかりビジネス

サービスに係る電気通信回線に着信する通話等に係るもの」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年１月３０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年２月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年２月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の

付加機能は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定す

る下表の右欄の付加機能に移行したものとします。 

受付先変更サービス 

 タイプⅠ 

 タイプⅡ 

カスタマアナウンスサービスⅡ 

 タイプⅠ 

 タイプⅡ 

受付先変更サービス 

 コースⅠ 

 コースⅡ 

カスタマアナウンスサービスⅡ 

 コースⅠ 

 コースⅡ 

（附則の改正） 

３ 次の規定中「フリーコールサービスⅢ」とあるのは「旧フリーコールサービスⅢ」に変

更します。 

（１）平成１２年１０月１日付附則第 11 項 

（２）平成１３年１１月１日付附則第２項、第５項及び第６項 

４ 次の規定中、「タイプⅠ」とあるのは「コースⅠ」に、「タイプⅡ」とあるのは「コー

スⅡ」にそれぞれ変更します。 

（１）平成１３年１１月１日付附則第２項及び第３項（受付先変更サービスに係るものに限

ります｡) 

（２）平成１３年１１月１日付附則第２項、第５項及び第６項 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年５月１日から実施します。 

（払込取扱票の発行等に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料

金等の支払いを選択している場合、この改正規定実施の日において、別記 16(1)に定める

請求があったものとみなして取り扱います。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年９月９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年１０月１日から実施します。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

（附則及び附則別表の改正） 

４ 次表左欄の規定中、次表右欄の規定を削ります。 

 

平成１２年８

月１日付附則

第２項 

 

平成１２年１

０月１日付附

則第３項 

 

平成１２年１

０月１日付附

則第 11 項 

 

ナビゲートコールサービス ナビゲートコールサービス（タイ

プⅠのもの） 

 

 

ナビゲートコールサービスに係る

もの 

ナビゲートコールサービスⅠに係

るもの 

 

 

特定番号着信自動通話等 

 時間外着信案内機能 

 接続分配機能 

 同時接続機能 

 全国共通番号機能 

 話中時転送機能 

 受付先変更機能 

 カスタム終了案内機能 

 待ち合わせ接続機能 

 コマンドルーティング機能 

 

 通話案内機能 

ナビゲートコールサービスⅡ 

 時間外着信案内サービス 

 接続分配サービス 

 同時接続サービス 

 全国共通番号サービス 

 話中時転送サービス 

 受付先変更サービス 

 カスタム終了案内サービス 

 待合せ接続サービスⅡ 

 コマンドルーティングサービス 

 通話等案内サービス 

 

域集団外設備発信機能 

着信転送機能 

発信規制機能 

リモートアクセスサービス 

着信転送サービス 

発信規制サービス 

  

５ 次表左欄の規定中、次表中央欄の規定は次表右欄のとおりに改めます。 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「一定の回線群

区域内通話等、フリーコー

ルサービスⅡに係る特定通

 区域内通話等、フリーコー

ルサービスⅡに係る特定通
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に係る全時間帯における月

間累積通話等料金の額に応

じて定まる割引の適用」欄

のア 

話等、ナビゲートコールサ

ービスに係る通話等、第 12

表に規定するＶネットパッ

クの適用を受ける通話等及

び第 44 表に規定するワイド

プランの適用を受ける通話

等 

話等、第 12 表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等及び第 44 表に規定

するワイドプランの適用を

受ける通話等 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「全時間帯にお

ける確定単位料金区域への

通話等に係る月間累積通話

等料金の割引の適用」欄の

ア 

フリーコールサービスに係

る通話等及びナビゲートコ

ールサービスに係る通話等 

フリーコールサービスに係

る通話等 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「全時間帯にお

ける確定単位料金区域への

通話等に係る月間累積通話

等料金の時間帯及び割引の

適用」欄のア 

フリーコールサービスに係

る通話等及びナビゲートコ

ールサービスに係る通話等 

フリーコールサービスに係

る通話等 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「全時間帯にお

ける確定電話番号等への通

話等に係る月間累積通話等

料金の割引の適用」欄のア 

区域内通話等、フリーコー

ルサービスに係る通話等、

ナビゲートコールサービス

に係る通話等及び第 44 表に

規定するワイドプランの適

用を受ける通話等 

区域内通話等、フリーコー

ルサービスに係る通話等及

び第 44 表に規定するワイド

プランの適用を受ける通話

等 

平成１４年６月１日付附則

第２項の表「一定の回線群

に係る全時間帯における月

間累積通話等料金の額に応

じて定まる割引の適用」欄

のア 

区域内通話等パーソナルナ

ンバーサービスに係る通話

等を除きます｡)、フリーコ

ールサービスⅡに係る特定

通話等、ナビゲートコール

サービスに係る通話等、第

12 表に規定するＶネットパ

ックの適用を受ける通話等

及び第 44 表に規定するワイ

ドプランの適用を受ける通

話等 

区域内通話等、フリーコー

ルサービスⅡに係る特定通

話等、第 12 表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等及び第 44 表に規定

するワイドプランの適用を

受ける通話等 

平成２０年１０月２２日付

附則第２項の表「全時間帯

における確定単位料金区域

への通話等に係る月間累積

通話等料金の時間帯及び割

引の適用（タイプⅡ）」欄

アの（イ） 

区域内通話等（パーソナル

ナンバーサービスに係る通

話等を除きます｡)、フリー

コールサースに係る通話

等、ナビゲートコールサー

ビス に係る通話等及び第 44

表に規定するワイドプラン

の適用を受ける通話等 

区域内通話等、フリーコー

ルサースに係る通話等及び

第 44 表に規定するワイドプ

ランの適用を受ける通話等 

平成２０年１０月２２日付

附則第２項の表「国内国際

Ｖネットサービスに係る通

話等、スピードナンバーに

Ｖネットサービスに係る通

話等、スピードナンバーに
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統 合第１種選択料金制サ 

ービスⅡ」欄アの（イ） 

よる通話等、フリーコール

サービスに係る通話等及び

ナビゲートコールサービス

に係る通話等 

よる通話等及びフリーコー

ルサービスに係る通話等 

６ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているナビゲートコールサービ

ス、パーソナルナンバーサービス又はリモートアクセスサービスは、この改正規定実施の

日において、廃止する旨の申出があったとみなして取り扱います。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年１月６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２６年６月１日から実施します。 



 481

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年６月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、料金表第３（付加機能利用料）２（料金額）（４）（フリ

ーコールサービスに係るもの）エに定めるフリーコールサービスⅣの適用を受けている電

話等契約者に対する第３種料金着信払自動通話等（取扱地域がコスタリカ共和国のものに

限ります。）に関する取扱い（この改正規定による改正前の約款に定めるものに限りま

す。）は、この改正規定実施後も、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年１０月１日から実施します。 

（附則の改正） 

２ 平成１４年６月１日付附則第２項中「又はカテゴリーⅣ」を削り、「区域内通話等、フ

リーコールサービスⅡに係る特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受け

る通話等」とあるのは「区域内通話等、第２種移動体着信通話等若しくは第３種移動体着

信通話等、フリーコールサービスⅡに係る特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプラン

の適用を受ける通話等」に改めます。 

３ 平成１５年８月１日付附則第２項を次のとおりに改めます。 

４ 平成２０年１０月２２日附則第２項中「第２種携帯着信通話等」とあるのは全て「第２

種移動体着信通話等」に改めます。 

５ 削除 

（経過措置） 

６ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年１０月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２６年１２月２４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１月１日から実施します。 

（附則の改正） 

２ 平成２３年４月１日の附則第２項第８号イ（料金額）を次のとおりに改めます。 

  イ 料金額 

区分 単位 料金額 

ユニバーサルサービス料 １電気通信番号ごとに月額 税抜額 ２円

３ 平成２４年１月１日付附則第３項及び平成２４年７月１日付附則第３項を削ります。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年２月２４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定（附則別紙に係るものを含みます｡)は、平成２７年３月１日から実施しま

す。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成２３年４月１日から実施の附則第２項第３号のイ（料金額）中、「料金表別表３に

定めるところによります」を「料金表別表２に定めるところによります」にそれぞれ改め

ます。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年３月１８日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年５月１２日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年６月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年７月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年９月３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１１月１７日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年１２月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２８年１月１４日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２８年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年２月１０日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年３月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。  
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年４月１日から実施します。 

（附則の改正） 

２ 次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。 

規定 取扱い 

平成９年３月１日付附則第３項 「削除」に改めます。 

平成９年４月１日付附則第２項 「当社と一般電話契約、ダイレクト電話契約又は

アクセス電話契約を締結している者」とあるのは

「当社と一般電話契約を締結している者」に、「

当社と一般電話等契約、ダイレクト電話契約又は

アクセス電話契約を締結しているものとみなし」

とあるのは「当社と一般電話等契約を締結してい

るものとみなし」にそれぞれ改めます。 

平成１０年６月１日付附則ただし書 「削除」に改めます。 

平成１０年７月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１０年８月１日付附則第４項 「削除」に改めます。 

平成１０年１２月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１１年１月１日付附則第２項 「契約者回線又は加入契約回線等については」と

あるのは「契約者回線については」に、「契約者

回線又は加入契約回線等とみなします、」とある

のは「契約者回線とみなします、」ににそれぞれ

改めます。 

平成１１年４月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１２年２月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１２年６月１日付附則第３項 「削除」に改めます。 

平成１２年１０月１日付附則 

第２項 

 改正前約款における契約の欄が「

ダイレクト電話等契約（臨時ダイ

レクト電話等契約を含みます｡)」

の行 

第５項 

 旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等

における契約の欄が次のものであ

る行 

  「第１種ＫＤＤ電話加入契約で

あって、他社接続回線の設置を

受けるもの」 

  「第１種ＫＤＤ電話加入契約で

あって、当社契約者回線の設置

を受けるもの」 

  「第２種ＫＤＤ電話加入契約（

臨時取扱いのものを含みます｡)

であって、他社接続回線の設置

を受けるもの」 

 

 

削ります。 

 

 

 

 

削ります。 
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  「第２種ＫＤＤ電話加入契約（

臨時取扱いのものを含みます｡)

であって、当社契約者回線の設

置を受けるもの」 

  「第２種内線加入電話設備によ

る第２種ＫＤＤ電話内線利用契

約（臨時取扱いのものを含みま

す｡)」 

  「第１種加入契約であって、他

社接続回線の設置を受けるもの

」 

  「第１種加入契約であって、当

社契約者回線の設置を受けるも

の」 

  「第２種加入契約であって、他

社接続回線の設置を受けるもの

」 

  「第２種加入契約であって、当

社契約者回線の設置を受けるも

の」 

 旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等

における契約の欄が「第１種ＫＤ

Ｄ電話内線利用契約」の行 

 旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等

における契約の欄が「第１種内線

利用契約」の行 

第７項 

 「第２種ＫＤＤ電話内線利用契約

に係る一定時間 定額型第１種選択

制選択料金制サービス」の行 

第８項、第９項、第１６項及び第１

７項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右欄を「カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契

約であって、バーネットサービスに係る閉域集団

を代表する契約者回線に係るもの」に改めます。 

右欄を「カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契

約であって、バーネットサービスに係る閉域集団

を代表する契約者回線に係るもの」に改めます。 

 

削ります。 

 

 

「削除」に改めます。 

 

平成１３年１１月１日付附則 

第５項から７項まで 

 

「削除」に改めます。 

平成１４年２月１日付附則 

第５項、第６項及び第８項 

第９項中「改正前約款における選択

料金制サービス」の欄が「Ｖネット

サービスⅡに係る一定時間定額型第

１種選択料金制サービス」の行 

 

「削除」に改めます。 

削ります。 

 

平成１４年４月１日付附則 

第３項表中 

「一定の回線群に係る全時間帯にお

ける月間累積通話等料金の額に応じ

て定まる割引の適用」欄 

 アの注３ 

 

 

 

 

 

「削除」に改めます。「削除」に改めます。 
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 クの（イ） 

「一定の回線群に係る全時間帯にお

ける月間累積通話等料金の一定割引

の適用」欄の（注２） 

削ります。 

 

 

平成１４年６月１日付附則 

第２項 

 

「削除」に改めます。 

平成１８年１月１８日付附則 

第２項表中 

「旧国内国際統合第１種選択料金制

サービス」欄 

 ソ、タ及びチのただし書 

「旧国内国際統合第２種選択料金制

サービス」欄 

 ソ、タ及びチのただし書 

 

 

 

 

削ります。 

 

 

削ります。 

平成２０年１０月２２日付附則 

第２項表中「国内国際統合第１種選

択料金制サービスⅡ（商品名：ＫＤ

ＤＩかけどくパック２）」欄 

 ス、セ及びソのただし書 

 

 

 

 

削ります。 

平成２３年４月１日付附則 

第２項 

第３項 

 

「削除」に改めます。 

次のとおりに改めます。 

 ３ この改正規定実施の際現に取扱中のフレッ

クスプラン(タイプⅡ)、スーパーアカウント

プラン、コンタクトプラン、アカウントＹプ

ラン、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ、

特定統合変動型選択料金制サービス、特定料

金選択料金制サービス、特定料金選択料金制

サービスⅡ、特定料金選択料金制サービスⅢ

、コンタクトプランプラス（当社が別に定め

るそのコンタクトプランプラス回線群代表者

に係るものに限ります。）及びフレックスプ

ラン（タイプⅢ）に関する取扱いについては

、なお従前のとおりとします。」 

平成２６年１０月１日付附則 

第５項 

 

「削除」に改めます。 

附則別紙 

「旧割引率逓増型選択料金制サービ

スⅡの通話等料金」及び「旧割引率

逓増型選択料金制サービスⅢの通話

等料金」の表 

「上段：加入契約回線等」の記載が

ある欄 

「アジア１」から「特定衛星携帯端

末２」までの行の料金額欄 

備考中の第３項 

 

 

 

 

 

削ります。 

 

上段記載の金額等を削ります。 

 

削ります。 
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別紙１ 

「上段：加入契約回線等」の記載が

ある欄 

「アジア１」から「特定衛星携帯端

末２」までの行の料金額欄 

備考中の第３項 

 

削ります。 

 

上段記載の金額等を削ります。 

 

削ります。 

（２）平成１４年４月１日付附則第３項の表中「一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用」欄の次表左欄の規定について、次表中

央欄の文言を次表右欄のとおりに改めます。 

ア 「、クレジット電話等契約者（カテゴ

リーⅡに係るクレジット電話等契約に

係るクレジット電話等契約者であって

料金明細内訳を記録している者に限り

ます。以下この表において同じとしま

す｡)又はダイレクト電話等契約者（カ

テゴリーⅠに係るダイレクト電話等契

約に係るダイレクト電話等契約者であ

って料金明細内訳を記録している者に

限ります。以下この表において同じと

します｡)」 

「又はクレジット電話等契約者（カテ

ゴリーⅡに係るクレジット電話等契約

に係るクレジット電話等契約者であっ

て料金明細内訳を記録している者に限

ります。以下この表において同じとし

ます｡)」 

 

 

 

 

「契約者回線又はダイレクト電話サー

ビス等（カテゴリーⅠに係るダイレク

ト電話等契約に係るダイレクト電話サ

ービス等に限ります。以下この表にお

いて同じとします｡)に係る加入契約回

線等」（事業者識別番号である００７

７をダイヤルして行われる通話等の利

用が可能なものに限ります。以下この

表において同じとします｡) 

「契約者回線」 

「区域内通話等（ダイレクト通話等を

除きます｡)、フリーコールサービスⅡ

に係る特定通話等、第９表に規定する

ダイレクトパックの適用を受ける通話

」 

「区域内通話等、フリーコールサービ

スⅡに係る特定通話等」 

「区域内通話等（ダイレクト通話等を

除きます｡)及び第44表に規定するワイ

ドプランの適用を受ける通話等」 

「区域内通話等及び第44表に規定する

ワイドプランの適用を受ける通話等」

「契約者回線又は加入契約回線等につ

いては、旧フレックスプランの取扱い

を受けることはできません。」 

「契約者回線については、旧フレック

スプランの取扱いを受けることはでき

ません。」 

イ 

（ア） 

 

「契約者回線又は加入契約回線等」 

 

「契約者回線」 

（イ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

ウ 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

オ 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

キ   



 489

（イ） 「契約者回線又は加入契約回線等を追

加する場合」 

「契約者回線又は加入契約回線等につ

いては、」 

「契約者回線を追加する場合」 

 

「契約者回線については、」 

（ウ） 「契約者回線又は加入契約回線等を指

定して」 

「契約者回線又は加入契約回線等につ

いては、」 

「契約者回線を指定して」 

 

「契約者回線については、」 

ク 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（ア） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（ウ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（エ） 「その契約者回線若しくは加入契約回

線等の移転に伴い、その電話番号等又

は加入契約回線等番号が変更になった

とき、又はその加入契約回線等の移転

に伴い、相互接続点若しくは網内接続

点の変更若しくは収容する電話サービ

ス等取扱所が変更になったとき。」 

「その契約者回線の移転に伴い、その

電話番号等が変更になったとき。」 

 

 

（オ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（カ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

ケ 

（ア） 

「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

コ 「その旧フレックスプラン回線群を構

成する契約者回線又は加入契約回線等

」 

「当該契約者回線又は加入契約回線等

」 

「その旧フレックスプラン回線群を構

成する契約者回線」 

 

「当該契約者回線」 

サ 「契約者回線又は加入契約回線等１回

線当たりの通話等料金の額を確定する

必要」 

「契約者回線１回線当たりの通話等料

金の額を確定する必要」 

（式中） 「契約者回線又は加入契約回線等１回

線当たりの通話等料金の額」 

「当該契約者回線又は加入契約回線等

に係る通話等料金の額」 

「契約者回線１回線当たりの通話等料

金の額」 

 

「当該契約者回線に係る通話等料金の

額」 

シ 「契約者回線又は加入契約回線等につ

いて」 

「契約者回線又は加入契約回線等１回

線当たりの通話等料金の額」 

「特定の１の契約者回線又は加入契約

回線等」 

「契約者回線について」 

 

「契約者回線１回線当たりの通話等料

金の額」 

 

「特定の１の契約者回線」 

備考欄の

４ 

「選択料金制サービスに係る加入契約

回線等又は契約者回線」 

「その加入契約回線等又は契約者回線

」 

「選択料金制サービスに係る契約者回

線」 

 

 

「その契約者回線」 

（３）平成１４年７月１日付附則第２項の表中次表左欄の規定について、次表中央欄の文言



 490

を次表右欄のとおりに改めます。 

イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ダイレクト電話等契約者（カテゴ

リーⅠ又はカテゴリーⅡに係るダイ

レクト電話等契約に係る者に限りま

す。以下本表において同じとします

｡)、又は第２種一般電話等契約者」 

「ダイレクト電話等契約者、又は第

２種一般電話等契約者」 

「その加入契約回線等（カテゴリー

Ⅰ又はカテゴリーⅡに係る加入契約

回線等に限ります。以下本表におい

てヒ及び備考を除き、同じとします

｡)又は契約者回線」 

「旧統合変動型選択料金制サービス

に係る加入契約回線等又は契約 

「その請求をしたダイレクト電話等

契約者、第２種一般電話等契約者」 

「第２種一般電話等契約者」 

 

 

 

 

 

「第２種一般電話等契約者」 

 

「その契約者回線」 

 

 

 

 

「旧統合変動型選択料金制サービス

に係る契約者回線」 

「その請求をした第２種一般電話等

契約者」 

ウ 

 

 

「ダイレクト電話等契約者又は第２

種一般電話等契約者」 

「加入契約回線等又は契約者回線」 

「第２種一般電話等契約者」 

「契約者回線」 

ク 「加入契約回線等又は契約者回線」 「契約者回線」 

ケ 「次の加入契約回線等、契約者回線

又は移動体契約回線」 

「次の契約者回線又は移動体契約回

線」 

（イ） 「加入契約回線等又は契約者回線（

それが加入契約回線等であって、ダ

イレクト電話サービスの品目がディ

ジタルのときは、「加入契約回線等

に係る音声伝送チャネル」とします

。以下本表において同じとします｡)

」 

「あらかじめ指定した加入契約回線

等、契約者回線」 

「契約者回線」 

 

 

 

 

 

 

「あらかじめ指定した契約者回線」 

（ロ） 「基準に適合するダイレクト電話等

契約者、又は第２種一般電話等契約

者」 

「あらかじめ指定した加入契約回線

等、契約者回線」 

「基準に適合する第２種一般電話等

契約者」 

 

「あらかじめ指定した契約者回線」 

コ 「次の加入契約回線等、契約者回線

」 

「次の契約者回線」 

(イ) 「旧統合変動型選択料金制サービス

に係る加入契約回線等又は契約者回

線」 

「加入契約回線等、契約者回線又は

移動体契約回線」 

「旧統合変動型選択料金制サービス

に係る契約者回線」 

 

「契約者回線又は移動体契約回線」 

（ロ） 「加入契約回線等、契約者回線又は 「契約者回線又は移動体契約回線」 
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移動体契約回線」 

サ   

（ロ） 「加入契約回線等又は契約者回線」 「契約者回線」 

ソ 「ダイレクト電話等契約者又は第２

種一般電話等契約者」 

「第２種一般電話等契約者」 

タ 「ダイレクト電話契約者又は第１種

一般電話等契約者」 

「第１種一般電話等契約者」 

ヒ 「ダイレクト電話契約者又は第１種

一般電話等契約者 

「第１種一般電話等契約者」 

（ア） その加入契約回線等又は契約者回線

が旧統合変動型選択料金制サービス

に係る加入契約回線等又は契約者回

線である場合 

その契約者回線が旧統合変動型選択

料金制サービスに係る契約者回線で

ある場合 

（イ） 「その加入契約回線等又は契約者回

線が」 

「加入契約回線等又は契約者回線以

外の」 

「その加入契約回線等又は契約者回

線に係る登録」 

「その契約者回線が」 

 

「契約者回線以外の」 

 

「その契約者回線に係る登録」 

備考 

 ４ 

「加入契約回線等又は契約者回線を

」 

「その加入契約回線等又は契約者回

線」 

「契約者回線を」 

 

「その契約者回線」 

（４）平成２０年１０月２２日付附則第２項の表中次表左欄の規定について、次表中央欄の

文言を次表右欄のとおりに改めます。 

「全時間帯における確定単

位料金区域への通話等に係

る月間累積通話等料金の時

間帯及び割引の適用（タイ

プⅡ）（商品名：だんぜん

昼割２）」欄 

 ア（イ）の表中（注３） 

「クレジット電話等契約又

は当社が別に定めるクレ

ジットカードの利用に関

する契約に係るもの（加

入契約回線等から発信さ

れたもの及び加入契約回

線等に着信したものを除

きます｡)」 

 

 

「クレジット電話等契約又

は当社が別に定めるクレ

ジットカードの利用に関

する契約に係るもの」 

 

 

「国内国際統合第１種選択

料金制サービスⅡ（商品名

：ＫＤＤＩかけどくパック

２）」欄 

 テ 

「その契約者回線若しくは

加入契約回線等に係る加入

電話等契約」 

「その電話番号等若しくは

加入契約回線等番号」 

「その契約者回線又は加入

契約回線等に係る国内国際

統合第１種選択料金制サー

ビスを終了する通知」 

 

「その契約者回線に係る加

入電話等契約」 

「その電話番号等番号」 

「その契約者回線に係る国

内国際統合第１種選択料金

制サービスを終了する通知

」 

 

「全時間帯における確定電 「クレジット電話等契約又 「クレジット電話等契約又
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話番号等への国際通話等に

係る月間累積通話等料金の

割引の適用」欄 

 ア（ア）の表中（注３） 

は当社が別に定めるクレジ

ットカードの利用に関する

契約に係るもの（加入契約

回線等から発信されたもの

及び加入契約回線等に着信

したものを除きます｡)」 

は当社が別に定めるクレジ

ットカードの利用に関する

契約に係るもの」 

（５）平成２５年１２月１日付附則第５項の表中次表左欄の規定について、次表中央欄の文

言を次表右欄のとおりに改めます。 

「平成１４年４月１日付附

則第３項の表「一定の回線

群に係る全時間帯における

月間累積通話等料金の額に

応じて定まる割引の適用」

欄のア」の行の中央欄及び

右欄 

「区域内通話等（ダイレク

ト通話等を除きます｡)」 

「第９表に規定するダイレ

クトパックの適用を受ける

通話、第12表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等」 

「区域内通話等」 

 

「第12表に規定するＶネッ

トパックの適用を受ける通

話等」 

「平成１４年６月１日付附

則第２項の表「一定の回線

群に係る全時間帯における

月間累積通話等料金の額に

応じて定まる割引の適用」

欄のア」の行の中央欄及び

右欄 

「区域内通話等（ダイレク

ト通話等を除きます｡)」 

「第９表に規定するダイレ

クトパックの適用を受ける

通話、第12表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等」 

「区域内通話等」 

 

「第12表に規定するＶネッ

トパックの適用を受ける通

話等」 
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（６）附則別紙中次表左欄の規定について、次表中央欄の文言を次表右欄のとおりに改めま

す。 

「○ 旧回線群型選択

料金制サービス」の表

「旧回線群型選択料金

制サービスⅠ」の欄 

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

（６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 

 

 

 

 

「ダイレクト電話契約者（カテ

ゴリーⅢに係るダイレクト電話

等契約に係るものに限ります。

以下本表において同じとします

｡)又は第１種一般電話等契約者

」 

「その請求をしたダイレクト電

話契約者又は第１種一般電話等

契約者」 

「承諾されたダイレクト電話契

約者又は第１種一般電話等契約

者」 

「旧回線群型選択料金制サービ

スⅠ利用者に係る加入契約回線

等（その加入契約回線等に係る

ダイレクト電話サービスの品目

が６Ｍｂ／ｓの場合は、「加入

契約回線等に係る音声伝送チャ

ネル」とします。以下本表にお

いて同じとします｡)又は 

契約者回線」 

「加入契約回線等及び契約者回

線」 

「ダイレクト電話契約者及び第

１種一般電話等契約者」 

 

 

 

 

「第１種一般電話等契約者」 

 

 

 

 

 

「その請求をした第１種一般電

話等契約者」 

 

「承諾された第１種一般電話等

契約者」 

 

「契約者回線」 

 

 

 

 

 

 

 

 

「契約者回線」 

 

「第１種一般電話等契約者」 

附則別紙 

「○旧割引率逓増型選

択料金制サービス」の

「旧割引率逓増型選択

料金制サービスⅡの通

話等料金」の表及び「

旧割引率逓増型選択料

金制サービスⅢの通話

等料金」の表 

 

 

 

「(ⅰ) 契約者回線及び加入契約

回線等に係る国際通話等の

通話等料金」 

 

 

 

 

「(ⅰ) 契約者回線に係る国際通

話等の通話等料金」 

別紙１ 「(ⅰ) 契約者回線（移動体契

約回線を除きます。以下本表に

おいて同じとします｡)及び加入

契約回線等（カテゴリーⅠ又は

カテゴリーⅡに係るダイレクト

電話等契約に係るものに限りま

「(ⅰ) 契約者回線（移動体契

約回線を除きます。以下本表に

おいて同じとします｡)に係る国

際通話等の通話等料金」 
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す。以下本表において同じとし

ます｡)に係る国際通話等の通話

等料金」 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年５月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２８年５月２１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年７月１日から実施します。 

（メタルプラス電話サービス等の廃止等に関する経過措置） 

２ 削除 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年８月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年１１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成２８年７月１日から実施の附則第２項について、「削除」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年１２月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年２月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年２月 11 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年２月 15 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年７月 1日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成 29 年８月 29 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 30 年１月 1日から実施します。 
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（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成 30 年３月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 30 年５月 1日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成 30 年９月 26 日から実施します。 
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附則別紙○ 

○旧割引率逓増型選択料金制サービス 

旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡの通話等料金 

(イ) (ロ)及び(ハ)以外の場合の通話等料金 

(ⅰ) 契約者回線に係る国際通話等の通話等料金 

区分 

料金額 

自動通話等 非自動通話等 

最初の１分まで

６秒ごとに 

最初の１分経過後

６秒までごとに 

最初の３分まで 最初の３分経過後１

分までごとに 

ア ジ ア

１ 

11 円 11 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

２ 

16 円  14 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

３ 

15 円    14 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

４ 

15 円  14 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

５ 

17 円 16 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

６ 

16 円 15 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

７ 

18 円 17 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

８ 

26 円 17 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

９ 

21 円 15 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

10 

24 円  22 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

11 

27 円 20 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

12 

33 円 27 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

13 

27 円 20 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア１ 

17 円 11 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア２ 

5 円 5 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア３ 

18 円 16 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア４ 

26 円 16 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア５ 

27 円 19 円 2,160円 460 円

オ セ ア 26 円 16 円 2,160円 460 円
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ニア６ 

オ セ ア

ニア７ 

－ － 2,160円 460 円

ア メ リ

カ１ 

5 円 5 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ２ 

17 円 11 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ３ 

26 円 18 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ４ 

31 円 26 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ５ 

31 円 26 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ６ 

27 円 25 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ７ 

28 円 25 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ８ 

31 円 26 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ１ 

13 円 12 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ２ 

18 円 17 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ３ 

27 円 19 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ４ 

27 円 19 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ５ 

28 円 24 円 2,160円 460 円

ア フ リ

カ１ 

33 円 27 円 2,160円 460 円

ア フ リ

カ２ 

33 円 27 円 2,160円 460 円

ア フ リ

カ３ 

－ － 2,160円 460 円

特 定 衛

星 携 帯

端末１ 

34 円 34 円 2,160円 460 円

特 定 衛

星 携 帯

端末２ 

48 円 48 円 2,160円 460 円

備考 

１ 本表における地域区分については、料金表別表２の地域区分を準用します。 

２ 外国から本邦に着する、選択料金制サービスの適用を受けるクレジット自動通話等の

通話等料金は、その通話等を通話等が着信した電気通信設備から当該国にあてる自動通

話等（選択料金制サービスに係る通話等料金の適用を受けるものに限ります。以下本表
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において同じとします｡)とみなした場合において適用される自動通話等の通話等料金と

同額とします。 

(ⅱ) 移動体契約回線に係る国際通話等の通話等料金 

料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(１)のウの(イ)の①の(ａ)を準用しま

す。 

(ロ) 第３種内線自動通話等及びバーネットサービスに係る擬似内線ダイヤルサービス

を利用して行われた自動通話等の通話等料金 

(ⅰ) 第３種内線自動通話等の通話等料金 

その通話等を、旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡに係る通話等料金の適用を

受ける自動通話等（一般自動通話等に限ります｡)とみなした場合に適用される通話

等料金に相当する額（１の通話ごとに計算します｡)に 100 分の 93 を乗じて得た額

（小数点以下の端数は四捨五入します｡) 

(ⅱ) バーネットサービスに係る擬似内線ダイヤルサービスを利用して行われた自動

通話等の通話等料金 

その通話等を、旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡに係る通話等料金の適用を

受ける自動通話等（一般自動通話等に限ります｡)とみなした場合に適用される通話

等料金に相当する額（１の通話ごとに計算します｡)に 100 分の 95 を乗じて得た額

（小数点以下の端数は四捨五入します｡) 

 

旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢの通話等料金 

(イ) (ロ)及び(ハ)以外の場合の通話等料金 

(ⅰ) 契約者回線に係る国際通話等の通話等料金 

区分 

料金額 

自動通話等 非自動通話等 

最初の１分まで

６秒ごとに 

最初の１分経過後６

秒までごとに 

最初の３分まで 最初の３分経過後１

分までごとに 

ア ジ ア

１ 

12 円 11 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

２ 

16 円 14 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

３ 

15 円 14 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

４ 

15 円 14 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

５ 

17 円 16 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

６ 

16 円 15 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

７ 

19 円 17 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

８ 

26 円 17 円 2,160円 460 円

ア ジ ア 22 円 15 円 2,160円 460 円
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９ 

ア ジ ア

10 

24 円 23 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

11 

28 円  21 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

12 

33 円 28 円 2,160円 460 円

ア ジ ア

13 

28 円  21 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア１ 

17 円 11 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア２ 

5 円 5 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア３ 

19 円 16 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア４ 

27 円 16 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア５ 

28 円 20 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア６ 

27 円 16 円 2,160円 460 円

オ セ ア

ニア７ 

－ － 2,160円 460 円

ア メ リ

カ１ 

5 円 5 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ２ 

17 円 11 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ３ 

26 円 19 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ４ 

32 円 27 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ５ 

32 円 27 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ６ 

28 円 25 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ７ 

29 円 25 円 2,160円 460 円

ア メ リ

カ８ 

32 円 27 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ１ 

14 円 13 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ２ 

18 円  17 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ

ッパ３ 

28 円 20 円 2,160円 460 円

ヨ ー ロ 28 円 20 円 2,160円 460 円
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ッパ４ 

ヨ ー ロ

ッパ５ 

29 円 24 円 2,160円 460 円

ア フ リ

カ１ 

33 円 28 円 2,160円 460 円

ア フ リ

カ２ 

33 円 28 円 2,160円 460 円

ア フ リ

カ３ 

－ － 2,160円 460 円

特 定 衛

星 携 帯

端末１ 

35 円 35 円 2,160円 460 円

特 定 衛

星 携 帯

端末２ 

49 円 49 円 2,160円 460 円

備考 

１ 本表における地域区分については、料金表別表２の地域区分を準用します。 

２ 外国から本邦に着する、選択料金制サービスの適用を受けるクレジット自動通話等の

通話等料金は、その通話等を通話等が着信した電話設備から当該国にあてる自動通話等

（選択料金制サービスに係る通話等料金の適用を受けるものに限ります。以下本表にお

いて同じとします｡)とみなした場合において適用される自動通話等の通話等料金と同額

とします。 

(ⅱ) 移動体契約回線に係る国際通話等の通話等料金 

料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(１)のウの(イ)の①の(ａ)を準用しま

す。 

(ロ) 第３種内線自動通話等及びバーネットサービスに係る擬似内線ダイヤルサービス

を利用して行われた自動通話等の通話等料金 

(ⅰ) 第３種内線自動通話等の通話等料金 

その通話等を、旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに係る通話等料金の適用を

受ける自動通話等（一般自動通話等に限ります｡)とみなした場合に適用される通話

等料金に相当する額（１の通話ごとに計算します｡)に 100 分の 93 を乗じて得た額

（小数点以下の端数は四捨五入します｡) 

(ⅱ) バーネットサービスに係る擬似内線ダイヤルサービスを利用して行われた自動

通話等の通話等料金 

その通話等を、旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに係る通話等料金の適用を

受ける自動通話等（一般自動通話等に限ります｡)とみなした場合に適用される通話

等料金に相当する額（１の通話ごとに計算します｡)に 100 分の 95 を乗じて得た額

（小数点以下の端数は四捨五入します｡) 
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別紙１ 

割引率逓増型選択料金制サービスⅠの通話等料金 

(イ) (ロ)及び(ハ)以外の場合の通話等料金 

(ⅰ) 契約者回線（移動体契約回線を除きます。以下本表において同じとします｡)に

係る国際通話等の通話等料金 

区分 

料金額 

自動通話等 

最初の１分まで６秒までご

とに 

最初の１分経過後６秒まで

ごとに 

アジア１ 11 円 10 円

アジア２ 15 円 14 円

アジア３ 15 円 14 円

アジア４ 15 円 14 円

アジア５ 6 円 15 円

アジア６ 15 円 15 円

アジア７ 18 円 16 円

アジア８ 25 円 16 円

アジア９ 21 円 15 円

アジア 10 23 円 22 円

アジア 11 27 円 20 円

アジア 12 32 円 27 円

アジア 13 27 円 20 円

オセアニア１ 16 円 10 円

オセアニア２ 5 円 5 円

オセアニア３ 18 円 15 円

オセアニア４ 26 円 15 円

オセアニア５ 27 円 19 円

オセアニア６ 26 円 15 円

オセアニア７ － －

アメリカ１ 5 円 5 円

アメリカ２ 16 円 10 円

アメリカ３ 25 円 18 円

アメリカ４ 30 円 26 円

アメリカ５ 30 円 26 円

アメリカ６ 27 円 24 円

アメリカ７ 28 円 24 円

アメリカ８ 30 円 26 円

ヨーロッパ１ 13 円 12 円

ヨーロッパ２ 17 円 16 円

ヨーロッパ３ 27 円 19 円

ヨーロッパ４ 27 円 19 円

ヨーロッパ５ 28 円 23 円

アフリカ１ 32 円 27 円

アフリカ２ 32 円 27 円

アフリカ３ － －
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特定衛星携帯端末１ 34 円 34 円

特定衛星携帯端末２ 46 円 46 円

備考 

１  本表における地域区分については、料金表別表２を準用します。 

２  外国から本邦に着する、選択料金制サービスの適用を受けるクレジット自動通話等の

通話等料金は、その通話等を通話等が着信した電気通信設備から当該国にあてる自動通

話等（選択料金制サービスに係る通話等料金の適用を受けるものに限ります。以下本表

において同じとします｡)とみなした場合において適用される自動通話等の通話等料金と

同額とします。 

(ⅱ) 移動体契約回線に係る国際通話等の通話等料金 

料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(１)のウの(イ)の①の(ａ)を準用しま

す。 

(ロ) 第２種内線自動通話等及びバーネットサービスに係る擬似内線ダイヤルサービス

を利用して行われた自動通話等の通話等料金 

(ⅰ) 第２種内線自動通話等の通話等料金 

その通話等を、割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る通話等料金の適用を受

ける自動通話等（一般自動通話等に限ります｡)とみなした場合に適用される通話等

料金に相当する額（１の通話ごとに計算します｡)に 100 分の 93 を乗じて得た額（小

数点以下の端数は四捨五入します｡) 

(ⅱ) バーネットサービスに係る擬似内線ダイヤルサービスを利用して行われた自動

通話等の通話等料金 

その通話等を、割引率逓増型選択料金制サービスⅠに係る通話等料金の適用を受

ける自動通話等（一般自動通話等に限ります｡)とみなした場合に適用される通話等

料金に相当する額（１の通話ごとに計算します｡)に 100 分の 95 を乗じて得た額（小

数点以下の端数は四捨五入します｡) 

(ハ) 削除 
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